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開議 午前１０時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 起立、礼、おはようございます。御着席ください。

これから本日の会議を開きます。

議事日程はお手元に配付のとおりです。

－－－－－－－○－－－－－－－

日程第１ 一般質問

○議長（酒見 喬君） 日程第１、一般質問を行います。

発言の通告があっていますので、順次発言を許します。

１０番議員の質問を許します。１０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） おはようございます。久しぶりでちょっと緊張しており

ますが、新鮮な気持ちでピンクの今日はネクタイをはめてきましたが、町長はもう

少し濃いかピンクということで、ちょっと気後れしております。

それでは、一般質問を開始します。

近年の交通システムやインフラ、ＩＴ情報網などの近代化とともに、グローバル

化の流れが加速し、国内だけでなく世界が身近に感じられる時代となりました。そ

れとともに東京は首都機能がもつ大きな潜在力、生活面での多様な利便性、高層住

宅、高度なインフラ整備などや官公庁の集中、大企業の本社立地など、生活面や多

種多様な雇用の場が拡大しており、全国の合計特殊出生率で最下位でも首都並びに

首都圏へ地方からの集中が著しく、外国からの流入も含め、人口は増大しておりま

す。まさに日本全国で見たときの首都東京はコンパクトシティの典型例ではないで

しょうか。

一方、ほとんどの地方では経済の疲弊や人口減とともに、雇用の場が一段と減少

しております。また、シャッター商店街の増加や農業を代表として、担い手不足も

深刻化しています。今後、この傾向はますます拡大し、中央と地方の格差は増大し

ていくものと推察できます。近年になり、やっと政府においては地方創生や１億総

活躍社会といった対策の下、努力はされています。このことには執行部も議会もし

っかり向き合い、注視していかなければと思います。

また、国においての中央集権と同様、本町でも少子高齢化や人口減少の中、町民

の利便性、行政経費の効率化や縮減などの理由で、コンパクトシティを目指される

のは必然の方向性と理解するところです。そして、国の流れと同様、コンパクトシ

ティ化により中心部以外での人口減と少子化の流れは加速化するものと思われます。

当然、小学校の統合も視野に入ってくるでしょう。そうであるなら、今から地域振

興や小学校統廃合後の跡地利用についても、廃校になった地域の衰退を少しでも食
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い止めるべく、今回のコンパクトシティ構想の中には頭に入れておくべきものと考

えます。国においても地方創生などの対策が必要なように、本町においてもコンパ

クトシティ構想は本庁舎周辺整備のみならず、長期ビジョンでの全町一体の振興が

必要と感じます。今回の質問事項は、懸念される課題の一部に過ぎないと思います

が、コンパクトシティ化による町全体の今後予測の認識、設計、対応などについて

質問いたします。

質問事項１、少子高齢化社会でのコンパクトシティ構想と対応策、その中に７つ

あります。１、少子高齢化や人口減少社会の中でコンパクトシティ化は必然の流れ

と思う。しかし、中心部の求心力がさらに増大し、地域間格差が大きくなると予測

するが所見を問う。２、校区別での出生数や小学校生徒数でさらに地域間格差が増

大しないか。３、各小学校において単学級のみの現在、既にマイクロバス送迎での

合同学習やＩＣＴ利用での遠隔授業など、対応を多く組み入れる時期に来ている。

現在、４校の小学校で今後の対応はどのように進められるのか。４、今から小学校

統合とマイクロバス登下校を模索する時期ではないか。５、高齢化社会対策として

定住自立圏域内での乗合タクシーの相互乗り入れの申合せなど、総合病院や鉄道駅

などとのアクセスの確立に向けた協議は行っているか。６、全町の防災や安全を目

的に、消防署、交番の立地場所や再配置に向けては広域等と協議するのか。７、地

域間格差是正のため、まちづくり事業や振興策においても区別が必要と思う。例え

ば、住宅建築補助金を一小校区以外とするなど、いかがか。以上です。

後の質問につきましては、自席にて再度行うことにいたします。明確な答弁をよ

ろしくお願いします。

○議長（酒見 喬君） １０番議員の質問に対する答弁を求めます。

町長。

○町長（佐藤安彦君） 改めて、おはようございます。本日も一般質問、４名の方が予

定されております。よろしくお願いいたします。

１０番、本田議員の少子高齢化社会でのコンパクトシティ構想と対応策について

の御質問にお答えいたします。

私のほうからは、①の少子高齢化や人口減少社会の中で、コンパクトシティ化は

必然の流れと思う。しかし、中心部の求心力がさらに増大し、地域間格差が大きく

なると予測するが、所見を問うとの御質問と、⑤の高齢化社会対策として、定住自

立圏域内での乗合タクシーの相互乗り入れの申合せなど、総合病院や鉄道駅などと

のアクセスの確立に向けて協議は行っているかとの御質問。⑥の全町の防災や安全

を目的に、消防署、交番の立地場所や再配置に向けては広域等と協議するのかとの

御質問、⑦の地域間格差是正のため、まちづくり事業や振興策においても区別が必
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要と思う。例えば、住宅建築補助金を一小校区以外とするなど、いかがかとの御質

問にお答えし、②、③、④の御質問につきましては教育長よりお答えさせていただ

きます。

まず、１番目の御質問にお答えいたします。コンパクトシティ化を進めるにあた

っては、地域間格差という概念では捉えておりません。現在、南関町の公共施設に

おいては分散しておりまして、住民の皆さまには逆に御不便をおかけしているので

はないかと懸念しております。先週月曜日まで各校区で町政懇談会を開催する中で、

南関高校への庁舎移転計画を中心に、コンパクトシティ構想についてもお話をさせ

ていただき、南関高校と商店街をつなぐ道路を整備し、中心市街地の活性化や集約

できる施設については集約させていただき、現在、各地区の公民館などを利用して

行われている元気づくりシステム、介護予防体操も時には集まってできる、また役

場に行けば軽食もとられ憩いの場としても子どもから高齢者までがふれ合いながら

過ごすことができる施設にもさせていただき、交通弱者については乗合タクシーを

利用していただき、将来的にはバスの乗り入れも検討したいことなどをお話させて

いただきました。懇談会に参加された方からは、特別厳しい意見もございませんで

したし、建設的な意見が多かったと感じております。ただ、これが町民全ての意向

とは捉えておりません。各校区や各地区にはいろいろな伝承行事などがございます。

これまでの地域の特性を生かしながら、南関町は一つ、チーム南関でこれからのま

ちづくりに取り組んでいく所存でございます。今後は、庁舎整備等建設委員会も動

き出すことになりますので、整備の方向性など随時公開しながら、いろいろな御意

見も取り入れながら進めていきたいと考えております。

次に、５番目の高齢者社会対策として、定住自立圏域内での乗合タクシーの相互

乗り入れの申合せなど、総合病院や鉄道駅などとのアクセスの確立に向けた協議は

行っているかとの御質問についてお答えいたします。乗合タクシーにつきましては、

平成２７年４月に行いました南関町地域公共交通協議会において、試験運行につい

ての了承を得て、平成２７年１０月より試験運行を開始し、２９年３月までが試験

運行期間としております。平成２８年１１月末現在で、１,２９０人の方に利用登

録をいただいておりまして、利用実績は月平均で約４５０人の方に利用いただいて

いるところで、現在は４月からの本格運行に向け準備を行っているところでありま

す。御質問の定住自立圏域内での乗合タクシーの相互乗り入れについてですが、有

明定住自立圏では共生ビジョンにおいて、圏域内の通勤や通学、通院等の利便性の

向上を図るために、関係機関と連携して、公共交通機関の維持確保及び利用促進に

取り組むこととしておりまして、今後、乗り入れ等の可能性についての協議を行う

こととしております。玉名定住自立圏におきましては、現在、共生ビジョンの策定
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中であり、その中に地域公共交通の項目は掲載予定でありますので、共生ビジョン

策定後、可能性についての協議を行っていきたいと考えております。ただ、バス路

線等公共交通が運行している路線につきましては、陸運局からの指導により、乗合

タクシーの運行はできないため、検討を要することとなります。

次に、６番目の質問にお答えいたします。１１月から１２月にかけて実施いたし

ました町政懇談会においてもお話しましたが、有明消防南関分署や南関交番も、で

きることならコンパクトシティの中に入っていただきたいと考えております。消防

分署については、有明広域行政事務組合の所管であり、交番については熊本県の所

管ですので、今後話をしていきたいと考えております。

次に、７番目の御質問にお答えします。先ほどもお答えしましたとおり、地域間

格差という概念はございません。南関町には都市計画法で指定する優先的・計画的

に市街化を図る市街化区域とか、市街化を抑制する市街化調整区域もございません。

行政の施策として議員の御質問のようなことは考えられませんし、万が一、このよ

うなことを実施したとすれば、大きな問題だと考えます。南関町にこれまで住んで

いた方も、これから住んでいただける方にも、この町に住んでよかった、ずっと住

み続けたいと思っていただけるまちづくりにさらに取り組んでいきたいと考えてお

ります。

以上お答えしまして、この後の質問につきましては自席よりお答えさせていただ

きます。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） おはようございます。１０番、本田議員の質問のうち、２

番から４番までにつきまして、私のほうからお答えさせていただきます。

まず、２番目の校区別出生数や小学校生徒数で、さらに地域間格差が増大しない

かとの御質問にお答えします。小学校は児童数と申しますので。７番、鶴地議員の

質問にも答えましたように、校区ごとに産業や事業所、あるいは住宅事情等の違い

から、児童の出生数にも格差が生じているのは事実です。それだけに、将来を見据

えた地方創生の視点から、まちづくり課題克服策が必要になってくるかと思います。

住んでよかったプロジェクト推進事業は、その克服策として取り組まれてきたもの

で、各地域においても行政施策に委ねることなく、住民の皆さんの積極的参加と協

働の精神でもって、町と一緒に定住促進への方策を現実のものにしていく努力が必

要かと思います。住宅環境の整備を図るため、現在、三小校区は分譲二城ができて

おりますけれども、それぞれの地域で遊休地の宅地転用や建設用地の提供、事業者

との連携による住環境の開発整備や空家対策と受入体制の推進などが実現すれば、

格差が生じている地方に移住できる環境づくりも進み、おのずと課題解決への展望
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が期待できるかと思います。特に昨日も話しましたが、先々第四小学校と第二小学

校の児童数が逆転するという可能性もありますので、第二校区における定住対策は

今後の重要課題かと思います。

次に、３番目の各小学校において、単学級のみの現在、既にマイクロバス送迎で

の合同授業やＩＣＴ利用での遠隔授業など、対応を多く組み入れる時期に来ている。

現在４校の小学校で今後の対応はどのように進められるかとの質問にお答えします。

昨日もお答えしましたけれども、合同授業の実践については、昨年度から町校長会

議を通じて実践奨励をしてきたところですが、いざ実施となると学校間での計画の

ための連携協議や授業に臨むために担任同士で事前に指導打ち合わせの時間確保が

必要であること。さらには、午後２時間授業を計画するとしても、移動時間にロス

が生まれ、帰宅時間が遅くなるといったデメリットへのクレームが出されてきまし

た。そこで、現実は各校の児童が顔を合わせる町内陸上記録会、水泳記録会、音楽

会、人権フェスティバルなどの大きなイベントを中心とした教育活動での合同学習

に現在の時点では絞られています。ただ、５年生の集団宿泊は今年度から４校合同

で、また修学旅行は来年度を準備期間に充て、来年度はもう予約が各学校ごとにで

きているものですから、平成３０年度からは４校合同の修学旅行の実施との結論に

いたっています。また、ＩＣＴ利用による合同授業も現状は学校によって１日の日

課表にはずれがあり、同じ学年が同じ時間割にはなっていないために、実施展開が

困難な状況はあります。次年度以降、各学校における毎時間の始業時刻と終了時刻

の整備、あるいは同一教科の時間割編成が可能であるかどうかが課題になっていき

ます。校長会代表を教務主任を担当として充て、教務主任会でその会議を煮詰めて

いく方向を今考えているところです。

議員が御指摘のように、音楽や体育などの実技教科だけでも合同授業によるふれ

合い学習や切磋琢磨のスキルアップが図れる授業が実践されたり、また、電子黒板

映像を活用した同学年同士の英語活動や総合的な学習の時間の発表交流などが展開

できれば、子どもたちの視野も広がり、成長を促すアイテムとして有効なことは間

違いありません。

続いて、４の今から小学校統合とマイクロバス登下校を模索する時期ではないか

との提案にお答えします。第二・第四小学校の今後数年間、減少傾向が続き、一例

ずつの複式学級出現がありますけれども、教育委員会としては次年度より文部科学

省指定によるコミュニティスクール導入に力を注ぐ予定にしています。鶴地議員の

答弁にも重なりますが、文科省コミュニティスクールは学校応援団活動を指すもの

ではなく、学校教育を地方創生の視点に立ち、町や地域の将来を見据え、郷土を担

う人材育成を目指して学校教育を運営していくために、学校・家庭・地域は子ども
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の夢実現のためにどう支援してなければならないかを念頭において教育活動を展開

していくものです。したがって、将来を消滅可能性のある町、地域と見るよりも、

魅力ある発展の可能性を展望する学校教育の創造に、各小学校区が力を注いでいた

だく方向で、地元学校のコミュニティ創造を目指したく思っているところでありま

す。

以上お答えしまして、後の質問については自席よりお答えさせていただきます。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 質問が多岐にわたっておりますので、ゆっくりいきます。

まず、コンパクトシティ構想とは、高校跡地に町庁舎を含め、ただいまの答弁の

中には、できれば交番や消防も入れたいと、その協議は準備しているというような

答弁だったと思いますが、ほかには予定されておりませんか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 町政懇談会の中でも住民の皆さまにも御説明いたしましたけれ

ども、町の公共施設、地域包括支援センター、保健センターであるとか、社会福祉

協議会、そういったものも含めますし、住民のサービス向上につながる公共に限ら

ないいろんな施設についても、是非入れたいなというふうには考えております。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 分かりました。さすれば、例えば１キロ四方でもいいで

す。点在しとった公共の施設にしろ、民間の一般の町民の方々がよく通われる施設

が集合体として、いわゆるコンパクトシティの中に入ったときに、相当行政サービ

スも利便性も向上できると思います。ただ、そのことで今以上にその中心部に対す

る、中心部と申しますのは常にやっぱり庁舎が建っとる場所だろうと思いますが、

そこへの求心力が増すと思われますが、そのことについてはいかがですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 求心力という言葉が当てはまるかどうか、ちょっと分かりませ

んが、１カ所に集約するということは、住民の皆さまの日常生活で動きというのは

こちらのほうに集まることになるかと思います。しかしながら、町の中には二小校

区であれば、ふれあい広場、三小校区であれば、交流センターとかありますけれど

も、そういった施設は今回、こっちに持ってくるわけではありませんので、そうい

ったそれぞれの施設は今後また今まで以上に利用できるような、そういった方策は

考えていかなければならないと思いますし、ここに集約ということで、後ほどまた

質問されるかも分かりませんが、その乗合タクシーあたりも活用した住民の皆さま

が安心・安全で庁舎に来られて、そして１日の生活あたりも含めてできるようなも

のになれば、そして夕方また自宅に戻られるということであれば、生活で少しリズ
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ムが変わるかも分かりませんが、大きな変化というか、自分の自宅で暮らすことに

は変わりありませんので、特別そういったもので大きな支障が出るというふうには

考えておりません。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 私が今申し上げたいことは、今から長期スパンで考えた

ときに、やはり例えば住宅会社等のパンフレットあたりでも、どこどこまで何分と

か、いろいろ便宜性を書いてありますが、やっぱり最たるものは銀行とか大病院、

それとこういう総合庁舎とかの役場とかを指して言われます。それゆえに、今後、

住宅政策を町がさらに拡充するか、今の段階ででもずっと進めていくとするならば、

必然とやはりどこに家を建てようかと若夫婦たちが考えたときには、やはりこっち

に近いほうに、特に今度コンパクトシティば整備されれば、かなり近くに建てたほ

うがと一般の方は思われると思いますが、そのことの認識はちゃんと持ってもらい

たいと思うわけです。そうでなければ、今後、町の状態がどのように変わっていく

かということに対しての認識が食い違ってきますので、その点についての認識とし

てはいかがですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） コンパクトシティ化したときの将来の町の状況がどうなるかと

いうことは、少しはこの関町地区にそういった住宅が建つということを考えられま

すが、私は今回グリーンヒル二城も第３校区に整備しておりますし、そのほかにも

南関のこの全体的地域を見ますと、第２校区は荒尾・大牟田にも近い、非常に特性

があります。それと、第４校区は玉名にも近い、第３校区は山鹿市にも近いという

ことで、周辺の大きな市とつながっておりますので、必ずしもコンパクトシティ構

想、そのことによって住宅建設がそちらのほうにできないということはありません

ので、私はこれから行政の力もですけれども、民間との連携の中でそういった住宅

開発というか、いろんな地域にできるようなことは進めていく計画でいきたいと思

います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 私は、少なくともやはり町に限っていえば、やはりどこ

に南関町に建てようと、南関町の中に住んどかんと、子育て支援に関係するそのい

ろいろな特典もいただけない、それを願って南関町に家を建てたいと思うときに、

どこに建てようかとなったら、やっぱりこっちのほうがという意味で、それは荒尾

に通うけん荒尾に近い南関町内て思われる方もおられると思いますが、何もなけれ

ば、普通こっち側にと思われる方が多かっじゃなかろうかなとは思います。これは

私の認識ですから、そのようにお考えいただいとってよかと思います。
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それから、私は宮尾地区に住んでおりますが、近隣の宮尾地区以外になるかと思

いますが、６５歳以上の方が５０％を超えると限界集落といいます。しかし、６５

歳という方たちは、今、若いし、車にもばんばん乗られます。ところが、７５歳以

上の方たちが５０％を超えておられる集落がいくつかあると思いますが、うちの近

辺にもいくつかあります。その方たちのその集落の１０年後ば考えたときに、そう

いう集落が南関町にはかなり点在しとるとじゃなかろうかと予測するわけですが、

そういったことにも気を払って、今後の設計をしていってもらいたいと思いますが、

いかがですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 今、本田議員が指摘されたことにこそ、コンパクトシティを私

は生かしたいと思っております。というのは、その７５歳の世帯に、その家族の方

がお帰りなればいいんですけれども、事情がありお帰りにならないということであ

れば、その７５歳の方がやっぱり生きておられる限り、そこで生活される。その中

で役立つのはコンパクトシティでありまして、自動車で動けるときは自動車免許を

持っておられるといいですけれども、自分で動けないように、乗合タクシーあたり

が必要になった場合は、完全にドアトゥドアですので、自宅から中心部にも１回３

００円で来られますし、そこで１日の生活をして夕方家に帰っていただくという、

これは全国で今、コンパクトシティを展開しておりますＣＣＲＣとは違いまして、

私が考えているのは、生活をそこで１日できるけれども、今の家はそのもの自宅を

生かして、帰っていただいて、そこで生活をするということで、ちょっと全国的な

ものと違いますけど、新しい動きになるかも知れませんけれども、逆に私はそうい

ったそれぞれの地域を守るためには、そういった動きのほうが面白いんじゃないか

なと思っております。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 是非そういったことも視野に入れて、できればまちづく

り課長に、答弁は要りませんから、お願いしておきたいとが、７５歳以上の方たち

が５０％を超えられるような小部落、集落が町内にどれくらい点在しているか、一

応調べてみてもらえんですか。超限界集落てもういいますか、その集落の１０年後

というとは、もうほんなこて想像を絶するところであります。

それでは、２番にいきます。昨日、鶴地議員の質問にもちょっとダブるところが

多かろうと思いますが、ようと頭がごちゃごちゃで、昨日のことと混じって質問す

ることがあるかと思いますので、その点の失礼は最初におわびいたしております。

平成２３年からまちづくり事業で出産祝金などの子育て支援が拡充しました。前年

と比較して、２２年と比べて２３年は２５名やったですか、多かったつがですね。
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４割ほど出生数が格段に伸びました。しかし、私が記憶しておりますに、第２子以

降の伸びが著しかったように記憶しています。現在、平成２３年以前の出生数の下

落の状態にまた陥っているのではないだろうかと、ちょっと懸念するわけですが、

やはり第１子が増える対策こそキーポイントであると考えますが、このことの認識

についてはいかがお考えですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 第１子が増えること、これはもう最も望ましいことだと私も思

っております。第１子が生まれれば、第２子、第３子にもつながることもあるでし

ょうし、第１子ということは、ここに住んでおられる方、そして新たに転入された

方が子どもを生まれるという機会が増えるということでありますので、やはりその

第１子が生まれるような施策が最も必要でありますので、これからもそういった展

開ができるように、いろんな議員の皆さんからも知恵をいただきながら、そういっ

た住んでよかったプロジェクト推進事業を進めていきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 認識が共有できました。ありがとうございました。

そこでですが、喫緊の課題といたしまして、二小校区、平成２６年度と２７年度

の出生数は、昨日、鶴地委員長が文教厚生の調査報告書で一番最後のページに人数

が載っておりましたが、これは菅原住民課長にお手伝いいただいたものです。あり

がとうございました。２６年が５名、２７年が９人です。今、そるけん喫緊の課題

として、二小校区へ第１子が増える対策が急務と感じています。そこで、良い案が

あって、今町長も言われましたが、例えば今から子育てを模索している新婚夫婦限

定で、住宅補助を大幅に増額する。これはあそこの玉東町のオレンジタウン等では、

子どもさんの数とかに応じて、この補助金が最高２００何十万てお聞きしましたが、

そのことでオレンジタウンはすぐ埋まってしまいましたが、そういったことをやっ

ておられる自治体もあります。また、町営住宅、今、高久野団地がありますが、新

たに新設をされて、そこに新婚夫婦であって、今から子どもさんをもうけようとい

う方々に対して、優遇での入居条件とか、そういったことも考えられますが、これ

は一つの例、ただ私が一人考えた例に過ぎませんが、そういったことは一つ頭に、

私が例は良くないかも知れませんが、もっと良い例があるかも知れませんが、いか

がですか、ちょっと一言。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 確かに住宅政策というのは、即効性があって、生きてくる事業

だと思っております。南関町においても雇用促進住宅を購入し、定住促進住宅に変

更したことによって、住みやすいような住宅となったことで、一気に３０戸が８０
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戸満杯になったということもあります。ほかの市町村においても、玉名市あたりも

三ツ川ですか、子育て世代が入居できるような住宅を造られて、そこの子どもたち

の数が増えたということもあります。それは玉東においても同じだと思いますけれ

ども、その施策を行ってしばらくはそういったことが続きますけれども、その後に

ついてが非常にこの南関町の住宅事情を見ても、ある程度、期間は若い方がおられ

て、子どももいる。しかし、その後はほかの住宅もそうですけれども、高齢化にな

ってしまうということ、そういったこともありますので、そういったことも含めて

考えなければならないと思います。ただ、第２４校区にそういった住宅を造ること

によって、若い世代が増えるというのは予想されますので、そういったことについ

ては私は町営住宅として、そこに住宅を造るということはもう考えにくいんじゃな

いかなと思っております。昨日、境田議員のいろんな御質問の中でもありましたけ

れども、住宅債あたりもまだかなり残っております。そういったものを将来返して

いかなければなりませんので、そういったものも含めて考えたときには、やはりこ

れからは私がいつも民間との連携と言いますけど、ＰＦＩ事業とか、そういった町

の直接の費用を使わないで、民間の活力をつかってやるような事業、そういったも

のが、大型の住宅じゃなくても、そういったことができるならば、それぞれの地域

に住宅施策あたりも普及することができるんじゃないかとは思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 考ゆっとはただですけんが、しっかりして３人も４人も

５人も１０人も合わせて考えれば、必ず光が見えてくるものと思いますので、認識

をもった上でしっかり考えてください。お願いします。

それでは、３番にいきます。先ほど教育長の答弁で、今の段階では連携としては

人権学習での合同学習しか行っていないが、先々では音楽、体育とかも、学校間の

連携が取れれば考えているというお答えがあったと思いますが、その合同学習のた

めにバスは必要ありませんか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 一方の学校から他方の学校に移動するためのバスというの

は、当然必要になりますから、もう何回も過去にお答えしましたように、町民バ

ス、この活用が必然なものになってくるはずです。ただ、今のところ、先ほどデ

メリットのほうを学校は先に優先して、なかなか腰が上がらないという状況が続

いておりますので、その対策として、先ほど申し上げましたように、同一時間割、

同学年同一の教科、これを設定しない限りは実施は不可能というふうに見ている

ところです。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。
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○１０番議員（本田眞二君） 今、デメリットと申されましたが、よく教育界の中で先

生たちと話ばすることも、私も保護者会のほうで役員ばしておりました関係上、何

名の方ともお会いして話し合いばさせていただいたことがございますが、ようと話

ば聞きよると、どっちかというとしゃが、働かれる先生側の条件整備と申しますか、

理由付けと申しますか、本当に子どもたちのことば考えてデメリット・メリットを

申しておられるのかというとは、疑問視せざるを得んごたることも過去に多々あり

ました。そこで、先ほどから言われるそのデメリット・メリットというとは、あく

までも子どもの情操教育を基本にデメリット・メリットを探していってほしいと思

いますが、いかがですか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） おっしゃるとおりです。教育は子どもを育てるための事業

ですから、その点はもう議員御指摘のとおりであります。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） そこのところはしっかりと教育長のしっかりした方針の

下に学校の先生方との協議を煮詰めていってほしいと思います。町長、何か言うで

すか。はい。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） そのことに関しては、今、教育長答弁されたとおりでありまし

て、子どものための教育でありますので、そのために今度、教育委員会の制度も変

わりまして、町の総合教育会議が立ち上がっておりますので、私が召致しながら、

そういった形で進めておりますので、教育関係のほうにもそういったことをしっか

りと伝えながら、対応していかせていただきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 認識一致というところで、よろしくお願いいたします。

それでは、４番にいきます。非常に今の時点で、この判断をするとは難しかろう

と思いますが、人口減を食い止めて、今の現４つの小学校をとにかく存続させなが

ら、子どもたちの発育に対してしっかりとした支援をしていく、若しくはあと数年

すれば、今は二小が５・９という数字しか出ておりません。しかし、段々とこの全

体の下降線が２３年以前と同じ下降線になってきたなら、もっとほかの学校でも出

てくるかも知れません。今がちょうどそこの分水嶺というか、もうあのときから後

はこの統廃合しか考えられんなあというような状況に陥っていくかも知れません。

しっかりとそのことについては注視していっていただきたいと思いますが、いかが

ですか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。
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○教育長（大里耕守君） 昨日もお答えしましたとおり、ずっと出生人数の把握につ

きましては校区ごとに今後もしっかりと注視しながら、昨日、鶴地議員の限界は

どこかというお尋ねをいただきまして、やっぱり複式学級が１校にとどまらず２

校に広がり、そしてそれが１例じゃなくて２例までも発生するようなことになれ

ば、当然もう町の大きな課題となるわけで、そのときには決断を迫られますので、

それは入学時点で決断することは、もう時遅しですから、いわゆる出生数を見な

がら、しっかりと注視をしていかなければならないと思っております。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 違った方面から、今のことについてお聞きします。その

決断されるのは、目安として複式が１校につき２つ、その状態が２校できたならと

いうところを今決断の目安と申されましたが、今のごつ、南関中学校は１つしかあ

りません。当然４つから集まってくるわけですから、中１ギャップもあります。そ

うすると、その子たちがまた社会に出るときにも、小学校のとき競争を体験しとら

んけんが、やはりちょっと無理するかも知れません。そういった観点から、昨日の

鶴地議員の質問にもありましたとおり、競争意識ば小学校のうちから学ばせるでは

なく、体験させるというですか、そういったことは教育としてはものすごく大事な

ことではありませんか。

○議長（酒見 喬君） 教育長。

○教育長（大里耕守君） 昨日も申し上げましたように、いわゆるなれ合いの人間関

係では成長は望めません。そういう意味で、鍛える、切磋琢磨させる、そのこと

は当然必要でありますので、その機会をより多くつくるということが、やっぱり

体育に限らず、各教科の学習であっても、あるいは発表力にしても、そういう意

味で今、学習指導要領でも３つの学力の要素ということでいわれておりますけれ

ども、やっぱりまずは積極性がないと学習意欲は向上しません、学力は。それか

ら、学んでも自分のものだけにして、人にそれを伝えきれなければ学力は伸びま

せん。これが思考力、表現力、判断力ということで位置付けられています。そし

て、同時にやっぱり自分でしっかりやろうという、それもほかの友達との存在を

意識しながら、競争心をもって、そして自分の力を伸ばそういう、この３つの要

素、これをしっかり持たせるためには、多いほうがいいわけですけれども、将来、

統合を考えるとなったときに、統合小学校を、また小中一貫校、限界を議員さん

方、視察されましたように、本当に理想的でありますけれども、そのためには莫

大なまた費用を要するわけで、その蓄えも町としても考えてもらわなければなり

ませんが、今、財源の問題もあるということで、即というふうにもなかなか判断

ができませんので、先ほどから言っておりますように、複式の出現、この動向を
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見ながら、どうしても余儀なくせざるを得ないかというときには、考えなければ

というところにいるところです。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 教育長としては、子どもたちの発育の観点からいえば、

統合が望ましいと言いたいところですけど、財政の関係から言えないという非常に

苦しい答弁のように見受けられましたが、是非、子どもたちの発育のために、その

観点から、２校で複式が２つずつできました、それでは決断しますではなく、子ど

もたちの発育のためにできる限り早く、そういった環境整備についてよろしくお願

いしたいところです。このことはもう答弁はよかです。苦しかところと思いますの

で。町長も、そして横におりますので、分かられますと思いますので。

それでは、５番にいきます。先ほどの答弁では、有明の定住では今後始めていき

たいとか、玉名圏域でも今後始めていきたいというお答えをいただきましたが、た

だいま高齢者の方が、特に団塊の世代の方々があと１０年のうちには相当な高齢に

なっていかれます。とともに、高齢者による車事故が多発しています。免許返納に

ついても今、テレビ等でしっかりいろいろ話題に上がっとるような状況です。それ

で、やっぱりそういった方たちが早く免許を返納しやすい環境づくりというとが大

事と思います。そこで、やはりさっき町長はドアトゥドアと申されましたが、私が

思うには、ドアトゥ総合病院、ドアトゥ町内の病院でもよかですよ。しかし、ドア

トゥ総合病院もあると思うとですよ。特に高齢の方たちは、大きな病院でしか治療

できんごたるところにやっぱり入らにゃでけんごたる病気になられると思います。

それから、ドアトゥ駅ですね。それとドアトゥバス停、まあドアトゥバス停は今の

段階でできておりますが、そういう観点からいけば、今から先はどっちかといえば、

高齢化率が上がっていく本町におきましては、乗合タクシーをさらに便数も、日に

ちの制限とかも少なくして、それと行ける範囲も広くしていく、これを拡大してい

くほうが、御高齢の方が増えていく現状においてはよかろうと思いますが、いかが

ですか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 私の将来の交通体系の考え方は、議員が今おっしゃったものに

似ていると思います。現在のところは、ドアトゥ総合病院、ドアトゥ駅、鉄道駅と

かについては町外になりますので、そのことにつては陸運局のほうから、やっぱり

バス路線がある場合は陸運局のほうがそれは許可が下りませんので、これからの協

議になりますけれども、ただ、今賢木のほうの西鉄のほうは、２回調査を行いまし

たバスの乗降調査も、そういったことで今、荒尾市のほうは、私はまちづくり課の

ほうがもうちょっと慎重にやってくれということかも知れませんが、いろんな方と
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シティモール経由、そして荒尾市民病院とか、そういったものを是非やりたいなと

いうことで、今もう話は直接出しております。ということで、そういったことの中

で病院まで行ける、そういったことでありますので、是非話を進めていきたいと思

いますし、一部関係者の方は反対されないんですけれども、やっぱり直接影響が出

てくる事業者の方が、やっぱりそこら辺のこれからの協議になっていきますので、

しっかりそこら辺はやっていきたいと思います。ただ、ドアトゥドアというか、こ

の乗合タクシーの場合も、いろんな調査をしたときに、その乗られる、南関から逆

からこっちに来られる時間帯によっては、１人しかおられないのに、やっぱり利用

されている方とかおられるものですから、そういったところの調査把握をしながら、

着実に進めていきたいというふうに考えます。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） この中で、相互乗り入れと書いておりますが、圏域内で

は例えば南関の乗合に乗っても、大牟田にまだ乗合は始まっとらんと思いますが、

そういった例えばタクシーでも、格安の条件を付けるとか、何か圏域内で割と低価

で自由に行き来できるような交通体系を何とか模索していく方向性を目指していた

だけませんか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） そういった方向性というか、それはいろいろな方法があると思

います。南関町の乗合タクシーが直接そこに行く方法、あるいは例えば荒尾とした

なら、南関町が行ける部分までの乗合タクシー、そして荒尾の乗合タクシーと引き

継ぐ、そういったことも今話の一つには出しておりますので、いろんな方法はあり

ますので、しっかりとそこら辺は協議を続けていきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） よろしくお願いします。

それでは、６番にいきます。救急の消防署、交番、やはり防災・安全に携わる部

署になるわけでございますが、先ほどコンパクトシティの中に協議が絶対条件とな

りますが、できれば入れたいと。そこからのそうすると当然、町全体へのアクセス

も整備されていくものと思いますが、やはり例えば救急車の場合は、やっぱり最短

で着ける場所がもしも選ばれるとするならば、そうすると事件が起きたときのパト

カーの出動あたりも考えるならば、コンパクトシティ内よりか、もしも移動できる

相談をされるのであれば、町内最短で行ける立地場所がよくはありませんか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 確かに地理的条件だけを考えれば、そういったことになるかと

思います。しかしながら、私はコンパクトシティ、その地域の中に入れるというこ
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とは、やっぱりその一つひとつの救急とか火災だけでなく、総合的な防災計画、そ

の一緒にいろんな活動ができるということで、有明消防の署員も少のうございます。

ですので、やはり行政の職員も有明消防に手伝いができるいろんな取り決めあたり、

連携ができるとするならば、それも考え方をするでしょうし、そういった町全体総

合的な防災計画に役立てるためのそういった施設ということで取り扱っていきたい

と思います。

○議長（酒見 喬君） １０番議員。

○１０番議員（本田眞二君） 分かりました。

７番にいきます。先ほど、地域間格差ができる概念がないと申されましたが、こ

れは意図的に格差を生もうと思ってコンパクトシティをされるわけではなかろうと

思います。むしろ行政サービスが上がることを目的としてされるわけです。これは

どこでもしよることだけん、それは当然なことと思います。しかしながら、結果、

移動できる方たちはやっぱり便利なところさん移動していきますから、残った方々

は御高齢の方とかに限られてくると思いますので、結果、密度が薄いところには商

業施設も何もないようになってしまいます。それで、非常に不便な感じになると思

いますので、乗合タクシーで結べばいいと言えば、それまでなんですが、それだけ

ではないような気がいたします。特に繰り返しになるかも知れませんが、地域に子

どもがおらんごつなると思います。これは私の経験話ですが、４年ほど前、菊陽町

の議長とちょっとお話しすることがございました。それで、お宅にはよかですねて、

光の森ば中心にしてもうえらい栄えとるですねて、人口も３万何千やったですか、

よかですねて一遍言うたことがありました。ところが、あそこのそのときの議長が

こげん言われました、「あの辺一帯だけですよ」て。その当時の議長は、家で牛を

飼っておられて、自分げの近所は少なくて、それで小学校でも少のうなっていきよ

るけんが、そこの地域、その校区だけ、住宅補助ば出すごつしましたと、そげん言

われました。だけん、全町を一体とした施策を進めていくということは非常に平等

でよかろうと思いますが、子どもが減ることによる弊害ば解消するためには、そげ

んじゃなか、校区別で違う施策をされよる地域があるということも知っとってほし

いと思います。今回、住宅建築補助金を一小校区以外とするなどの例ば挙げました

が、予算が限られとると思うたけん、二小校区とか三小、四小校区に上乗せするで

なく、一小校区をなくすことによって、二・三・四と補助金の区別化で少しでも子

どもたちが残りはせんどかなて、まあ私なりの浅知恵かも知れませんが、例として

一応挙げさせていただきました。

今後も、もうあと２分となりましたが、６０分と一応通告しておりましたので、

最後に一言だけ申し上げて、質問は終わります。課題はもっとあると思います。常



－109－

に全町一体となった振興を心がけてください。そうでなければ、結果、町はしぼん

でいきます。全町一体で先を読んで振興をお願いしたいところです。よろしくお願

いします。これで質問を終わります。

○議長（酒見 喬君） 以上で１０番議員の質問は終了しました。

一般質問の途中ですが、ここで１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午前１１時００分

再開 午前１１時１０分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き会議を行います。

一般質問を行います。

１番議員の質問を許します。

１番議員。

○１番議員（立山比呂志君） こんにちは。１番議員の立山です。ただいまから一般質

問を行いたいと思います。

まず最初に、移住定住促進ということで、南関町が作成していますまち・ひと・

しごと創生総合戦略の中に、基本目標２で南関町への人の流れをつくるとともに、

各種人材の育成に取り組むとあり、その中に移住定住の促進の項目があります。基

本的方向として、本町の活力を高めていくためには、仕事の場づくりだけではなく、

働く人が本町に住むようになること、若者が住み続けること、またこれまで本町を

離れていた若者が南関町に戻って生活できるようにするということが載っておりま

す。

そこで、仕事の場づくりには、現在、佐藤町長が企業の誘致や増床など、頑張っ

ておられるので、今回は住むというところを目標に、空家バンクということについ

てお尋ねをいたします。それに伴い、住んでよかったプロジェクト推進事業の中に、

定住支援状況についてもお尋ねをいたします。

それから、農業支援という観点から、狩猟者として農産物を荒らす鳥獣被害の駆

除を行って、被害の軽減をしていると思うところですが、まだまだ被害が減る傾向

にはなっていないところであります。そこで、現状、今後の対策についてお尋ねを

したいと思います。

それから、六次産業のことですけれども、先ほど言いましたまち・ひと・しごと

創生総合戦略の中に六次産業支援という項目があります。その六次産業による付加

価値を高めるため、新商品の開発や販促拡大、必要な施設・機械整備への取り組み

などを支援し、地域へのブランド化を目指しますとあります。そこで、現在、狩猟
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期間中でありますが、狩猟した鳥獣の肉、ジビエなどを生かせないものかと考えて

おります。狩猟者が単独で処理をしておりますが、半数以上は処分になっていると

聞いております。それで、本町だけでは無理があると思われますので、周りの和水

町、玉名市、山鹿市などと連携して、ジビエの活用法などをお尋ねしたいと思いま

す。

後は自席で質問を行いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） １番議員の質問に対する答弁を求めます。

町長。

○町長（佐藤安彦君） １番、立山比呂志議員の移住定住の促進についてのお尋ねのま

ち・ひと・しごと創生総合戦略につきましては、昨日、鶴地議員の質問にもござい

ましたので、まず①の空家バンク情報の提供や空き店舗の活用状況について尋ねる

との御質問にお答えいたします。空家バンク事業につきましては、平成２３年度よ

り開始しまして、事業開始前の平成２２年度に空家の実態調査を実施したところ、

そのときの空家等の数が１６５件ございました。それから５年が経過し、昨年度、

空家等の調査を行いましたところ、２５６件の空家情報が寄せられたところであり

ます。この５年間で実に１００件ほど空家等が増加しておりまして、今後も増えて

くるものと思われます。この空家等を有効に活用させていただくため、町でも所有

者等との交渉を行っておりますが、いろんな事情により、なかなか進んでいないの

が現状であります。倒壊危険家屋になる前に、何とか使用させていただき、移住希

望者等の受入家屋等に使用させていただくことが直近の課題だと考えているところ

であります。

次に、②の定住支援策について尋ねるとの御質問にお答えいたします。定住支援

策としましては、平成２３年度より住んでよかったプロジェクト推進事業に取り組

みまして、子育て支援や高齢者支援を行い、一応の成果を上げてきたものと思って

おります。事業開始から５年が経過しまして、平成２７年度のまちづくり推進プロ

ジェクト会議において、これまでの事業を検証し、廃止する事業、新たに取り組む

事業を精査し、第２期となります住んでよかったプロジェクト推進事業に平成２８

年度より取り組んでいるところでございます。

次に、農業支援について尋ねるとの御質問ですが、まず①の有害駆除の現状につ

いてでございます。毎年、３００頭から４００頭のイノシシが捕獲されているとの

ことですが、最近、野生生物が生息するエリアと、人が生活するエリアとの境が分

からなくなってきております。これは農家の高齢化や後継者不足により、遊休農地

や耕作放棄地となる田畑が増え、有害獣の住みか、隠れ家が多くなってきたのも要

因の一つと考えられます。このため、町猟友会を中心にして箱罠やくくり罠、銃に
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よる駆除の御協力をお願いしているところであります。しかしながら、猟友会会員

も高齢化が進んでおりますので、「自分の農地・農産物は自分で守る」を基本とし

て、農家に狩猟免許を取得するよう推進しておりますし、免許取得に対する補助も

行っているところであります。年度ごとの捕獲状況につきましては、担当課長がお

答えいたします。

次に、②の六次産業化の進捗状況について尋ねるとのことですが、有害鳥獣の食

肉利用、ジビエとしての活用ということでお答えいたします。本町においては、有

害鳥獣、特にイノシシについては、ほとんどは捕獲後解体して、自家用食肉として

の活用しかできていないのが現状と思われます。この有害獣であるイノシシ・シカ

肉をジビエとして消費者に提供できないかということで、国内には解体処理加工施

設が２００カ所近くあるようですが、商品開発もあり進んでおらず、販路が確立し

ているとはまだまだ言い難いようで、特にシシ肉については、肉質の問題もあり、

苦労されておられるようです。本地域でも六次産業化につきましての調査・検討を

始めたところであり、今後は調査を進める中で費用対効果や、建設した場合、十分

利活用でき得る施設になるかなど、十分検討していく必要があると考えております。

以上お答えしまして、この後の質問につきましては自席よりお答えさせていただ

きます。また、詳細につきましては、担当課長のほうからお答えいたします。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 年度ごとの捕獲状況についてでございます。最近の捕獲状

況としましては、イノシシが平成２６年度３５７頭、２７年度４２２頭、２８年度、

今年度が１１月末現在で２２２頭となっており、カラスにつきましては２６年度が

１３０羽、２７年度が５６羽、２８年度が１１月末現在１羽となっております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） ありがとうございます。

それでは、最初の空家バンク事業のほうから進んでいきたいと思います。まず、

住んでよかったプロジェクト推進事業の中の１期、２期と続いておりますが、１期

のほうの実績のほうをお聞きしたいと思います。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 先ほど町長答弁にもありましたとおり、住んでよか

ったプロジェクトについては、平成２３年度から取り組んでおりまして、１８の事

業を実施しております。数を言っていきますか。

○１番議員（立山比呂志君） 空家バンクの中の。

○まちづくり課長（坂田浩之君） はい。空家バンクは、契約成立をいいますと、２３

年度が賃貸が３件、２４年度が賃貸３件、売買１件、２５年度が賃貸が１件、２６
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年度が売買が１件、賃貸が２件、２７年度が売買２件、賃貸２件、２８年度が１１

月末で売買が１件の契約となっております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） なかなかちょっと数字的には上がっていないようですけ

れども、先ほども町長のほうからの答弁がありましたが、空家がだんだんここ５年

間で１００件ほど増えておりますが、その空家のこの今の件数は区長さんとか住民

の方のほうからの情報でしょうか。その辺のはっきりした情報はどこからですか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） この情報については、区長さんを通して調査をして

おります。全区長さんから上がった数ということです。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

先ほどの町長のほうからも、使用できるとか、使用できないとか、倒壊の恐れが

あるとかありますけれども、その辺の明細は分かりますかね。使用できる件数とか、

使用できない件数、それから倒壊の恐れの件数、その辺は分かりますでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 平成２７年度の調査で、先ほど町長からもありまし

たとおり、２５６件の空家がありました。その中で、使用できると判断できた物件

が１００件、危険家屋と判断した物件が１５６件という内訳です。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） それでは、その１５６件、使用できないというか、完全

に倒壊する恐れというのは分けられますかね。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 一応判断としては、倒壊危険家屋というところで、

うちは判断しております。もう葛が巻いたりして、もう全然これは無理だろうとい

うところで判断しております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

どうしてそういう、ちょっと深く聞くかというと、先ほど本田議員からの質問も

あったかと思いますけれども、その倒壊するところを個人でするのか、町でするの

かというところもありますけれども、そういうところの倒壊を解体して住宅地とし

て使えるかどうかというところを、まちづくり課でそういう５、６件、スペース的

にできるかというところの土地の利用方法は分かりますか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。
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○まちづくり課長（坂田浩之君） 倒壊危険家屋を解体して、その土地を使えるかとい

うような状況ですか。それについては、地権者あたりとの相談というのも、そこに

ついてはまだ行っておりません、実際ですね。ですので、そこが使えるかどうかと

いうのは、その今後の交渉次第だとは思っています。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

どうしてそういうことを聞くかというと、やっぱり住んでいらっしゃる近所は住

宅があると思うんですよね。山の中の一軒家だったらどうしようもないんですけれ

ども、うちの周りもそういうところがありますので、そういうところを利用して、

町のほうから提案をする、町のほうからお金を出して整備するんじゃなくて、提案

するというところで、そういうふうなところをちょっと聞いたので、そういうふう

な提案を町の不動産とか、そういうところに提案して、その不動産屋が開発すれば

お金もかからないので、そういうところがいいのかなと思ってちょっと質問したと

ころでありました。

それで、ちょっと戻りますけれども、先ほど使用できる件数が１００件とありま

したけれども、そこの登録数は、それの中の何件になるんでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 調査の方法として、もうすぐ使えるだろうというよ

うな物件、外見から判断してですね。それが３６件でした、そのうちの。そこにつ

いてまず交渉を行いまして、結局、登録まで進んだのが２件というような状況でし

た。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

ホームページを見ているんですけれども、土地のほうもありますけれども、建物

じゃなくて土地のほうをちょっと聞きたいと思います。土地のほうはどれだけあっ

て、どれだけの登録数になるでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） ２７年度に登録した２５６、そのほかに土地という

のもありまして、５区画ぐらいだったと思います。その土地については交渉も行い

ましたが、そこのなかなか進んでいないと。現在、空家バンクに登録されている土

地が、この関町周辺が多いんですけど、３筆ぐらいですかね、今登録されているの

が、という状況です。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。
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まだまだやっぱり空家バンクに登録がなかなか進んでいないところですね。それ

で、私もちょっとホームページで見たんですけれども、住所を確定していないとい

うか、番地まで入っていませんよね。ほかのところを見ると確かに番地まで書いて

あるんですけど、町のほうとしては番地を書いていない理由があると思うんですけ

ど、その辺の理由はどういうことでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 今、御指摘のとおり、空家バンクには大字までしか

入れておりません。というのが、番地まで入れて空家を特定できると、逆に犯罪と

かにつながる可能性もあるというようなところで、一応関心がある方には写真は提

供しておりますので、それを見ていただいて役場に問い合わせていただくというよ

うな方法でやっております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 役場ほうの電話して、その番地を見れば、ネットという

か、探せば周りの画面は見えるんですけれども、あとちょっと気付いたことに、そ

この場所からお店とか学校とか役場とかという距離数とか、何分かかりますという

備考欄のところに書いてないんですけれども、ああいうところはどうなっているん

でしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 確かにそこまでの情報は掲載しておりません。とい

うのが、一応先ほども言いましたとおり、まずネット上でその空家の写真を見てい

ただいて、地域は書いていますので、どのあたりというのは大体分かられるのかな

と思っています。それから、問合せがあった後に、町のほうから案内する、役場の

窓口に来られる、そのときに詳しく案内するようなシステムで今は行っております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

ちょっと今聞いたところでは、都会の人はわざわざ町まで来れる時間がないので、

もうネットで見たら一番早いとは思うんですけど、そういうところも町の方向だっ

たら仕方がないので、ぼちぼち様子を見ながら、ちょっともう大阪・東京の人にも

画面を見ながらもう周りが見える、番地までできるみたいな感じのところを進めて

もらいたいと思います。

今年の８月に議員全員と事務局長、まちづくり課のほうから竹崎課長補佐のほう

が、石川県珠洲市に研修に行きました。珠洲市の概要ですけれども、人口が大体１

万５,０００人、本町の１.５倍、面積は約３.６倍ほどです。でも、高齢化率が本

町は３６％に対して、珠洲市は４５.７％、ちょっと高めになっておりましたが、
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そういう中で空家を利用した移住定住についての取り組みなどの研修をしてまいり

ました。竹﨑課長補佐のほうから報告があったと思います。その中で坂田課長がち

ょっと興味を引いたなというところがありましたら、何か紹介というか、ありまし

たら何か発言をよろしくお願いします。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 話は聞きました。その中で、今うちではやっていな

いんですが、お試し住宅ですかね、そういった取り組みがあっているというところ

で、実際地元に来ていただいて、数日間滞在してもらう、数カ月滞在してもらう、

いろんなパターンがあるのかなと思いますけど、そういったことで南関町を知って

いただく、そういったのについては先進的で良い事業だなとは思いましたが、ただ

南関町にはまだそのお試し住宅に使うような物件がございませんで、やはり自治体

の所有じゃないとなかなかできないのかなというところで、これについても今後の

課題かなと思っています。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） やはりせっかく研修に行って、そういう良いところが、

ちょい住み制度といって、良い制度があったので聞きましたけれども、やっぱり珠

洲市も総合戦略の中に基本目標の一つに「人をひきつける魅力あるまちづくり」と

いうことを目標に上げて、やはり我が町を知ってもらいたいために、多分、ちょい

住み制度を利用して、自分のところの良いところを知っていただく方法がこういう

制度になったのかなとは思っています。だから、南関町も多分そういうことで、で

きればこういうことをしていただきたいなと思います。

それから、よく言われるＵターン・Ｉターンの補助が珠洲市のほうはあります。

家賃の補助とか、購入の補助、空家の改修補助などがありますが、その辺はどうい

うふうに思っていらっしゃるでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 南関町でも中古住宅の購入、それとリフォームにつ

いては、もう当初のプロジェクトのときからやっているという状況です。中古住宅

の購入、また中古住宅を購入されてリフォームされる、それについても加算金まで

入れて、総額が５０万円というような制度でやっておりますので、それについては

うちもやれているのかなと、現状ではですね。その金額の多い少ないは別としてと

いう状況です。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） やはりそういうふうによそもやっているから自分のとこ

ろもやるじゃなくて、自分のところがやるからよそもやるみたいな感じの方向でや
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ってもらいたいと思います。

それで、熊本の球磨村でも今年の中旬頃、自分のところを知ってもらいたいとい

うことで、体験モニターツアーというのを球磨村のほうでやっております。２泊３

日で、沖縄とか鹿児島、４組、１４名の方が参加されたそうです。１日目は空家の

見学、２日・３日目は稲刈り、伝統工芸、そば打ち、梨狩りなどの田舎暮らしを体

験されたそうです。その中で来られた方が問題点というか、言われたのは、移住の

決断には仕事と住まい、それと子どもさんがいるんだったら学校、教育、子育てに

関すること、そういうことがちょっと心配だと。それで、ある方は里山での自給自

足の余生を暮らしたいと、そういうことですね。それから、多分夏頃だったので、

冬のツアーも体験してみたいという方もいらっしゃったそうです。それから、先ほ

ども聞きましたように、うちも登録数が少ないですよね。球磨村も空家がそのとき、

８月頃前後だったと思いますけれども、空家が２７７件あって、うち８４件が利用

可能。ところが、登録は５棟ということで、南関町もあまり変わらないと思います

けれども、役場の方が言っていらっしゃるのは、今後もこの登録を増やし、ツアー

をしながら村を知ってもらうというところが課題だなと言っていらっしゃいます。

町のほうもそう思っていますかね、課長、どのような考えですかね。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） ツアーについては、宿泊のツアーじゃなかったんで

すけど、平成２７年度、昨年度、県の夢チャレの補助金を使って、南関体感実感と

いうような事業を２回行いました。福岡市内であるとか、玉名、熊本、５家族ぐら

いは来られたと思います。その中で何をやったかといいますと、空家の見学とか、

南関町のこの住んでよかったプロジェクトの説明であるとか、実際農家の方と触れ

合っていただいて、収穫体験とか、その後ピザを作ったり、２日間のイベントだっ

たんですけど、そのようなことでＰＲあたりも行っておりまして、今、立山比呂志

議員が言われたような、そういったツアーというのは有効なのかなと思います。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、ありがとうございます。

それと、経済課が行っているまるごと田舎体験事業がありますよね。これにこの

ツアーをどうにかくっつけられないかなと思いますけど、経済課長、どうでしょう

か。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） まるごと田舎体験事業につきましては、かなり前からやっ

ておりますけれども、時期的なもの、田植えの時期、稲刈りの時期、その時期に合

わせて、そういうツアーを企画されるならば、それに合わせたらできないことはな
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いとは思います。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 縦割りじゃなくて横のつながりで、まちづくり課・経済

課で何かこういうもともと事業がありますので、ただくっつけるだけなので、何か

計画をしていただいて、南関町を知っていただいて、多くの方が南関町に訪れて、

南関町のことを知っていただければ、こういうふうにちょっと良い事業ができるか

なと思っています。

それで、次にいきたいと思いますけれども、空き店舗事業はどのようになってい

るでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 空き店舗事業につきましても、２３年度から始めて

おります。中身は家賃の２分の１助成の上限２万円というところですが、御存じの

とおり、実績としましては平成２３年度が３件、２４年度が９件、２５年度が８件、

２６年度が１１件、２７年度が１０件、今年度が７件という助成になっております。

ただ、これが３年間の補助ということになりますので、一つ２３年度に始まったの

は３年後まで補助をしておりますので、その辺の数字はかぶっているところはあり

ます。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

そこの中で、起業支援という項目があったと思います、空き店舗の中にですね。

その支援のほうだと思いますけど、そういう支援の相談というのは町のほうで受け

ていらっしゃるんですかね。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） そのような窓口も町のほうでは設けておりまして、

創業支援事業というのがございまして、主体的には商工会が窓口になっておられる

というところです。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、商工会ですね。

それから、その商工会が窓口だったら、その指導者というのはいらっしゃるんで

しょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 商工会の中に経営指導員という方がいらっしゃいま

して、その方が主体となられております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。
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○１番議員（立山比呂志君） 町の商工会に随時いらっしゃるんでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 常勤でずっといらっしゃいます。そのほかにもそう

いった起業の話があった場合には、そういった町も加わったプロジェクトチームと

いいますか、金融機関まで入ったところの創業支援ということになります。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

やっぱり、今、本当にうちの子どももそうなんですが、話を聞くと、やはりみん

な９割方はもう会社勤めよりか起業したいという希望があるんですけれども、やっ

ぱりどうしてもあと一歩が踏み切れなくて、そこ１割弱みたいな感じのところがあ

るので、そういうところがあるんだったら、町のあれに出しとけば、大分南関町を

知っていただく面でも良いと思います。その辺はもっともっとＰＲしてほしいと思

います。

それから、最後というか、空家バンク事業のほうの最後に、グリーンヒル二城の

ことをちょっとお伺いしたいと思います。今、１５区画の５だったですかね。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 現在、販売されて契約まで終わっているのが、１６

区画中の５区画というところです。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） １６区画の５ですよね。この間も企画で２日間ぐらいさ

れましたよね。今後、多分まだ大分残っていますので、今後の計画をちょっとお伺

いしたいと思います。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 一応今後については、販売計画としましては、有明

圏域に出ているフリーペーパーというのがございまして、有明新報社が出している

やつなんですけど、それに３月号に掲載を予定しております。それと、西鉄メディ

アボックスと申しまして、西鉄の天神駅、久留米駅に、町の情報をこういった住ん

でよかったプロジェクトとかも置いていますけど、それの中に折り込んでグリーン

ヒル二城のチラシも入れて置いております。現在もですね。

それと、１２月２２日は、福岡市内で行われる九州４県のグルメフェアというの

がございまして、そこに分譲チラシ、それとこういった住んでよかったプロジェク

トのＰＲも併せて行いたいと思っております。

それと、住宅メーカーさんあたりが一番やっぱり動いていただけますので、そう

いったところにはもういつもＰＲを行っているところです。
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それと、万が一まだ残っていたら、２９年度も夢チャレを活用した何らかの事業

に取り組みたいと考えております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） やはりちょっと残っているので、一生懸命頑張って売っ

ていただきたいと思いますけれども、いつも通るときに看板が小さいですよね。横

断歩道のあそこに横断幕とかはできないんでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） まちづくり課としても、それが一番目立つなと思い

まして、歩道橋への横断幕を設置できないかという相談を、県の玉名地域振興局の

土木のほうに一回ちょっと建設課を通して質問したんですけど、それはもう絶対無

理ということでしたので、ちょっと今あきらめています。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。

だったら、こっちのＪＡさんのところのフェンスとかいろいろあるので、あそこ

のほうはどうでしょうか。

○議長（酒見 喬君） まちづくり課長。

○まちづくり課長（坂田浩之君） 山鹿方面から来たところのフェンスですよね。はい、

検討させていただきます。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） やはり我々議員も心配して、早く売ってほしいという要

望が多いので、なるだけ宣伝をして売っていただきたいと思います。

それでは、次に行きたいと思います。農業支援ということで、農林業に被害を与

える有害駆除、有害鳥獣ですけれども、少しでも減少すれば農業支援になるかなと

思って、我々狩猟者も頑張っておりますけれども、なかなかうまいとこいっていな

いところが現状であります。今、狩猟期間が始まりまして、通常は狩猟というのは

１１月１５日から翌年の２月１５日までです。しかし、熊本県もシカ・イノシシが

増えて、農林業被害をなるだけ抑えようということで、県の特定鳥獣保護管理計画

の下に１１月１日から翌年の３月１５日まで狩猟期間を延ばしております。少しで

も、先ほども言いましたように、頭数を減らしたいと思うんですけれども、なかな

か被害を抑えることができません。町も狩猟外の３月１５日から１０月３１日まで

有害鳥獣の許可を出してもらって、農林業被害を少なくしようと思っておりますが、

町猟友会も頑張っておりますが、何せ少子高齢化という波に我々猟友会も飲み込ま

れて、南関町で現在３５名です。年齢別では、３０代が３名、４０代が２名、５０

代が２名、６０代に関しては１５名、７０代が６名、８０代が７名です。その中で
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第１種銃猟を持っている人が１２名で、この１２名の中で、橋永議員も持っていら

っしゃいますけれども、罠猟免許を持っている者は１１名おります。だから、罠猟

免許を持っている者がもう３４名はいるんですけれども、なかなかちょっと減る傾

向にはないので、先ほども町長から答弁がありましたように、なるだけ自分のとこ

ろは自分で守ってほしいということで、町のほうもなるだけＰＲして、狩猟者を増

やしているところでありますが、今言ったように、なかなか増えておりません。

それから、ある新聞には、北海道でしたかね、女性の方がどうしても自分のとこ

ろを守りたいということで、ライフルまで取られて女性の方が頑張っている狩猟者

もいらっしゃいますけれども、残念ながら南関町のほうは女性の方がいらっしゃら

ないので、女性目線の狩猟者も欲しいなと思いますけど、なかなかそこまではちょ

っとうちのほうはまだいっていないのかなとは思います。

それで、先ほども言いましたように、町のほうが講習会の補助金であり、農業関

係者の誘致により、地道な努力で少しずつは増えております。先ほども言われまし

たように、ちょっと詳しく今から伺いたいと思います。先ほど言いましたイノシシ

の実績は３年間だったですかね。カラスの実績もちょっと３年間で、カラスのほう

はなかなかちょっと低いんですけれども、イノシシも少しずつは減る傾向にはある

と思います。狩猟者みんなに聞くと、なかなか今ちょっと前よりは減ったという声

を聞きますけど、言われるように南関町、２８年度１１月末で２２２頭ですから、

まあなかなか減らないのが現状ですけれども、少しずつ頑張りたいと思っておりま

す。

それから、次にシカの情報を聞きたいと思いますけれども、鹿北、山鹿の採石場

付近では、この頃よく目撃情報があると聞いております。町のほうのシカの目撃情

報はどのようになっておりますでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） シカの情報につきましては、県のほうからちょっと以前、

尋ねたことがあるんですけれども、阿蘇から菊池を通って、だんだんとこっち側に

生息区域が拡大してきているということで、今、注視しておるところですけれども、

本町でのシカの捕獲につきましては、確か２５年度だったかと思いますけれども、

１頭捕獲されております。それから、目撃情報でございますけれども、最近はあま

り聞きませんけれども、過去には肥猪、楮原で目撃情報をいただいておるところで

す。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 多分、私もあまりシカの情報は皆さんから聞いていない

ので、近頃、町のほうにはいないのかなとは思っております。シカが増えたら、何
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かイノシシが減るというふうにいわれていますけど、シカは本当にちょっと入って

きてもらいたくないなというのが現状であります。

それから、ちょっとまた変わりますけれども、サルの目撃情報が１１月３０日に

小中学校のメールのほうで教育課のほうから出ていましたけれども、サルの目撃情

報は町のほうはどうなっておりますでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） サルにつきましては、以前も時々出没いたします。最近で

すけど、立山議員おっしゃられましたとおり１１月に、多分同じサルだと思います

けれども、賢木地区で出没をしております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） サルは経済課のほうで爆竹とか、そういう脅しで逃がす

方向にしていると思います。教育課で発信されたメールを見たところによりますと、

注意事項にサルに児童・生徒が出会っても目を合わせないようにという注意事項が

一つだけだったです。自分たちも去年か一昨年に、サルに出会いました。宮尾のア

ロエの森の入り口だったです。そのときはたまたま自分と玉名振興局の林務課の者

で、大人二人だったです。出会ったときも、もう本当３メートル、４メートルの電

線の上にいました。彼のほうは写真を撮っていましたので、目が合いましたけれど

も、こういう目を合わせないようにしましょうというのはうそか本当か分かりませ

ん。私も分かりませんけれども、もっと石を投げたり、物を投げたりとか、子ども

さんですから、向こうも多分知っていると思うので、みんなでいれば多分大丈夫と

は思いますけど、一人でとか、あと食べ物を食べるとか、そういう注意事項がもっ

とあると思うので、もしよければ教育課のほうで調べて、ちょっと載せてほしいと

思うんですけど、その辺は教育課、どうでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 教育課長。

○教育課長（島﨑 演君） はい、ありがとうございます。

専門的な方の御意見を聞きながら、教育委員会のほうから各保護者、児童・生徒

さんに送るメールの中に、今のようなもう少し行動的に注意するべき内容を検討し

て、情報を得て改善をしていきたいと思っております。以上です。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 本当に危害を加えなければ、向こうも対抗してくること

はないと思うので、その辺は是非よろしくお願いしたいと思います。

それでは、次に行きたいと思います。前から、アライグマの捕獲を大分町のほう

でやっていましたけれども、先月ですかね、玉名市の猟友会のほうで、玉名の猟友

会の事務局の箱罠に２匹入っていて、大分新聞のほうでも報道になり、事例があっ
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たようですけど、町のほうではアライグマは今はどのような状況になっていますか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） アライグマにつきましては、本町では２５年度から捕獲調

査をやっておりますけれども、幸い今のところ、捕獲、目撃情報ともありません。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 目撃情報はなかったにしても、アナグマの被害はたまに

聞くようですから、その辺は十分気をつけていただきたいと思います。

それから、イノシシを防ぐ電気柵のほうに移りたいと思います。電気柵の現状は

どのようになっていますでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 電気柵についてですけれども、補助の実績ということで、

直近３年間ぐらいですけれども、２６年度が３２件の申請がありまして、１７４万

円の補助をしております。２７年度が３７件で２０１万円、本年度２８年度１２月

現在で３５件２４７万円の補助をしているところです。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 増えていますけど、今後まだ補助はできるんでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） ２８年度予算がもう予算がほぼ底をつきましたので、今議

会において補正予算をお願いしておるところでございます。また、来年度以降につ

きましても、今までの捕獲実績を基に補助金の支出をしていきたいと考えておりま

す。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 電気柵もいいんですけど、今はやっているメッシュの金

網、その辺の実績はどのようになっていますでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） メッシュ柵につきましては、あまり申請はございません。

今年度が４カ所、距離にしておよそ１キロ２００、そのくらいでございます。主な

ものは電気柵ということになります。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 和水、旧三加和、三加和の神尾地区は、その地区を全部

メッシュ柵で囲んで、山の中の竹山はこの電気柵というところがありますので、そ

ういうふうなところの、皆さんよく知っておられるように電気柵はどうしてもイノ

シシが入ってくるという事例がありますので、こういうメッシュの金網を使って、

そういうふうな地区をつくるという考えはどうでしょうか。
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○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） メッシュで行うならば、やはり例えばほ場整備したところ

を広く囲むとか、そういうふうにしたほうがいいのかなと思いますけれども、今、

農家の一部の方は電気柵もイノシシが慣れて、なかなか電気柵では効かないという

話を聞いております。それが設置の仕方が悪いのか、本当にイノシシが知恵が働い

て入ってきたのか、そこら辺はちょっと分かりません。以上です。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） どうしても電気柵はイノシシの鼻が当たらないと、ちょ

っと防げないので、私も実際見たんですけれども、ネットとネットの間をもう体が

触れても全然関係なくて、往復しますので、その辺が電気柵はちょっとあれかなと

思います。メッシュはもう必ずちょっと追突しても裏表ありますので、間違えない

限り壊れないと思うので、メッシュの金網は多分補助金的にちょっと高いかも知れ

ませんけど、こちらのほうがいいのかなと思いますが、これから経済課のほうで進

んでいただきたいと思います。

それで、ちょっと狩猟に関することなんですけれども、今日もニュースでありま

した鳥インフルエンザのことでちょっとお伺いしたいと思います。１１月は鹿児島

の出水でナベヅルが死んで、それから鳥インフルエンザが出ています。今日もニュ

ースであっていましたけれども、名古屋の東山動物園が鳥インフルエンザで閉館す

るということになっています。熊本も全域で緊急死亡野鳥等検査区域になっていま

す。そういう対応レベルも３になって、監視を強化しているところですけれども、

町の経済課も多分県のほうから通達が出て、そういうふうになっておりますけど、

どのような対策をされていますでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 今年は鳥インフルにつきましては、新潟とか青森まで、何

かもう日本全国、非常に危険な状況になっておるところです。我が町につきまして

は、毎年、城北家畜保健衛生所主催で年３回ほど、机上と実地訓練が行われており

まして、それに参加して万一に備えておるところです。

昨年、荒玉管内では、ほかの市町に先駆けまして、本町が防疫マニュアルを作成

しており、役場職員への研修も行っておるところです。万一町内で発生した場合は、

このマニュアルに沿って県や近隣市町の協力をいただき、対処することにしており

ます。また、町内の養鶏農家へは、県からも注意喚起がされておるところですけれ

ども、役場からも文書を送付しまして、厳重に警戒するよう通知しておるところで

ございます。

○議長（酒見 喬君） １番議員。
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○１番議員（立山比呂志君） 前回のちょっと質問しましたけれども、対策用品の確保

とかはどういうふうになっていますか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 対策用品につきましては、防護服につきましては前回質問

いただいたとき、在庫が７７でございましたが、現在は１１７枚、また防護服セッ

トにつきまして現在６０セットとなっておりまして、初動防疫には対応できるよう

にしております。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） はい、分かりました。こちらのほうに鳥インフルが来な

いように願っているところでございます。

それでは、最後にジビエの活用法ということで、課長、施設の見学とか、施設の

内容とか御存じですか。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 施設を見学したことはございません。

○議長（酒見 喬君） １番議員。

○１番議員（立山比呂志君） 前回、総務産業委員会で今年の２月に八代の鏡でフード

バレーアグリビジネスセンターというところがありまして、研修に行きました。そ

こで、立山秀喜議員のほうからちょっと冗談で言われたこともあるんですけど、イ

ノシシを丸ごと１頭入れて、そういう研修もできると。研修というか、付加価値を

付けるみたいな試験の研究ができるという施設を見学してまいりました。これは町

長にちょっとお願いしたいことなので、こういう施設をこちらのほうに何とか持っ

て来れないかなということをお願いして、ちょっとお聞きしたいと思います。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 町におきましては、これまでも地方創生におきましては加速化

交付金というのが、乗合タクシー事業、そして今回のふるさと応援団というのをや

りました。今回、うちの町でこれから、ふるさと応援団の次の段階ということで、

六次産業の加工センターを造りたいということで、これも以前から考えておりまし

たけれども、皆さんもいろんな提案がございました。それにつきましては、今回違

う補助金が地方創生拠点整備交付金というのがございます。これはハード面も使え

る、そういったものでありますので、そういったものを活用して、今度は六次産業

の加工センターも造りたいということで考えておりますので、そういったジビエの

工場あたりにつきましては、また別の取り扱いになるかも知れませんが、いろいろ

とそこら辺は調べて考えていきたいと思います。

○議長（酒見 喬君） １番議員。
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○１番議員（立山比呂志君） そういうことで、先ほども言いました六次産業の推進に

も、どうしてもこういう施設が必要となりますので、是非その辺を佐藤町長の力量

で引っ張ってきていただきたいと思っております。

これで私のほうの一般質問は終わりたいと思います。駆け足でしましたけど、す

みません。ありがとうございました。

○議長（酒見 喬君） 以上で１番議員の一般質問は終了しました。

ここで昼食のため、１時まで休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後０時０５分

再開 午後１時００分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。

４番議員の質問を許します。

４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） ４番議員の立山です。立山、立山と続きますので、内容も

案外ちょっと似たところがありますので、ちょっとかぶるところがあるかと思いま

すけど、答弁のほう、その辺よろしくお願いいたします。

農業振興につきまして、今回２度目の質問でございますが、私がまだ４０年ぐら

い前ですけど、ＪＡに入った頃、その頃の農業から比べますと、現在は大分変わり

まして、その頃、山のほうから畑まで、畑、水田ということで、果樹もあったし、

畜産もかなりありました。施設園芸なんかも、スイカ、メロンなんかも全盛期のよ

うな感じで、非常に増えておりました。また、水田なんかにも米を作ったり、麦を

作ったりということで、非常に農業を活発にやっておったような記憶があります。

ただ、もう今になりまして、その頃の年代がそのまま現在のようになってきており

ます状態で、担い手なり、また新規に農業後継者なりも、以前から比べるとかなり

少なくなっております。そこで、これからの町の農業振興について、どのように展

開していくか、町長の考えを聞きたいと思います。それと、今から、これも前回の

とき質問しましたけど、水田の基盤整備、この前、今度１００町歩ぐらいあるとい

うことで話があっておりますけど、それの進捗状況、また整備後の農業の推進、ど

のように農業をやっていくか。やはりしたはしたでその後の推進をどのようにする

かというと、もうちょっと詳しくお聞きしたいと思います。

あとは自席から質問いたします。

○議長（酒見 喬君） ４番議員の質問に対する答弁を求めます。

町長。
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○町長（佐藤安彦君） ４番、立山秀喜議員の、農業振興についての御質問にお答えい

たします。

まず、①のこれから町の農業振興についてどのように展開していくか、町長の考

えを問うとの御質問ですが、農業の振興を図る上では、ほ場整備を推進しながら、

担い手の確保と安定生産ができる作物や所得率の高い作物の導入が必要であると考

えております。担い手につきましては、認定農業者を中心に若手の新規就農者も毎

年若干参入されております。推進作物につきましては、議員の御承知のとおり、現

在、町では夏秋ナス２７名、２.５ヘクタールの栽培を振興しておりますし、遊休

農地等には万次郎カボチャ４０名で１４ヘクタールも推進しているところですが、

いずれにしろ米価が下落傾向にある中、また農家の高齢化が進む中、担い手の確保

を図り、ＪＡの協力を得ながら、一緒になって農業の振興を図る必要があると考え

ております。また、今年７月からスタートしましたふるさと応援団事業におきまし

ては、農産物、特に米の販売が順調に推移しておりまして、今月以降も期待してい

るところでありますので、今後そういった米のいろいろなところへの広がりも期待

したいと思います。

次に、②の水田の基盤整備が進んでいるが、進捗状況、整備後の農業推進はどの

ように行うか問うとの御質問ですが、中山間地域総合整備事業において、現在、最

後の整備箇所、高久野校区に先月から工事着手したところで、これが完成すれば６

０ヘクタールの工事が完了することになります。今後新たに、先ほど議員申されま

した１７カ所１００ヘクタールほどのほ場整備を予定しておりまして、先月より土

壌調査を始めました。来年以降は詳細な基礎調査を行う予定となっておりまして、

ほ場整備が完了した場所においては、米だけではなく、収益性が高く、出口の見え

る施設園芸や露地野菜等、複合経営も必要になりますので、今後は担い手への農地

集積の推進や、先週、町公民館の大ホールで集落営農組織設立に向けた講演会を開

催いたしましたが、集落営農を行うことによりコストを削減し、所得の向上が目指

せればと思いますので、集落営農組織の支援も重要になってくると思っております。

以上お答えしまして、この後の質問につきましては自席からお答えさせていただ

きます。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） それでは、今町長がお答えいただきました農業振興につい

て一つずつ質問していきたいと思います。

まず、以前は南関町はタケノコの大産地ということで、全国でも有名な町だった

んですよね。その中でタケノコでの生計を立てるような農家がありましたが、今で

は、そのときのやはり年代がそのまま今の状況に変わってきて、なかなか後継とい
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うか、担い手ができないような状況になっております。やはりその影響で竹山が荒

れたり、放棄になったりしておりますけど、その対策としてバンブーフロンティア

ですかね、その事業というのも出てきたし、町長も特にこの事業につきましては進

めておりますが、やはり南関町はタケノコをかなりみんな持っておりますので、そ

の辺の進め方について、恐らく答えに出てくるのはバンブーから入ってくるんじゃ

ないかと思いますけど、町長の考えをお聞きしたいと思います。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） バンブーが関係ないということはございませんけれども、やは

りタケノコの生産を高めるためには、その竹林の環境を良くするということが必要

でありまして、これまで竹林の中では要らない分の竹はそこの中で伐採して積んで

おくか、それとも枝とか葉っぱを燃やすということでありましたけれども、そうい

ったものもすべて搬出できるということにもなります。そして、その要らない竹も

何らかの形でお金になるということでありますので、そういったものが有効活用さ

れて、タケノコの生産を高めるような竹林になるということを期待しているところ

でありまして、ただその竹林にするためには、どうしても人手が必要になりますの

で、そのためにはやっぱり現在の竹林所有者の方に頑張っていただく必要もありま

すし、その後の後継者、そして担い手ということで、そういったものも竹林の魅力

でその収益性が上がるということで、どれだけ皆さんに伝えることができるかとい

うこともありますので、町としましてもバンブーに限らず、町独自のそういった竹

林のための環境整備というか、そういったいろんなことに対しても取り組んでいけ

ればと思っております。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） やはり町長の答えられたとおり、やはり竹林を守るために

は、それなりの労力なり、覚悟がいると思います。そこで、竹林を守るためには、

さっき１番議員が言われとおり、鳥獣害の被害というのも、イノシシの被害、これ

もあるんですよね。そこで、やっぱり害を防ぐためにもそういうような方策も取っ

ていただきたいと思います。

それて、やはり南関町には果樹も、クリとかミカンとかモモとか、そういう果樹

なんかも結構あります。私はＪＡ時代、果樹のほうは担当しておりませんでしたの

で、あまり詳しくはありませんけど、果樹も南関町は関東地区と、恐らく久重、そ

れと相谷地区ですかね、その辺が多分栽培されていると思います。ただ、もう今、

大分減っていて、今、久重だけぐらいですかね、ＪＡなんか登録してあるとは。そ

れと、あと天水とか、あっちのほうから出作でつくっておられるんですよね。何で

あっちから来られるかというと、やはり久重地区のミカンというのは非常に味が良
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くて、非常に評判がいいんですね。やはりそれをせっかくだけん地元である程度Ｐ

Ｒできるような方策ができたらいいなと思いますし、また畑につきましても、以前

は施設というか、スイカ、メロンが主な南関町では作られておりました。今は下原

とか外目とか、また白毛原地域とか、また豊永地域とか、南関町のどこでも作られ

ておりましたけど、現在はもうほとんど減ってしまって、もう後継で残っていると

いうとは、もう外目とか久重ぐらいしか残っておりません。やはりこれもそのとき

からあまり価格は変わらんとですよね。１０アール当たり１００万円とか１５０万

円とか上がっておりましたけど、今もそれくらい上がっておりますけど、その分、

非常に経費が高くなっているんです。それで、農家さんの手取りが減って、なかな

か後継というか、そういうのができないような状況になっております。

そこで、それを売る方法として、今非常に個人販売が結構増えているんですよね。

これはやはりどうしても手数料とか縛りとかありますので、その辺から増えている

のかなとは思いますけど、その辺から考えますと、これをふるさと納税のほうです

かね、あれで大分出ていると思いますけど、その辺も考えていただきたいと思いま

す。

それとあと、さっき町長が言われました水田でナスが増えていると言われました

けど、これは以前は南関町はハウスナスが結構ありました。それで、現在ハウスナ

スは多分２、３件あるかと思いますけど、それから露地が最近増えてきたというこ

とで、以前は隣町の南関郷ということで、三加和町がナスの産地ということで、国

の指定産地まで受けて増えておりましたけど、今はもう南関町がかなり増えてきて

おります。その中で畑ではそういう施設のスイカ、メロンを作って、水田ではナス

をしておりますけど、今の状態で常に高価格で販売できるならいいんですけど、や

はり余ってくるとどうしても販売が厳しくなって、廃棄するような状態になります

ね。そのような中で、先ほど１番議員のほうから言われました六次化が出ておりま

すけど、いろいろな品目の中から、町長が先ほどそういう計画があると言われまし

たけれども、どのようにされていかれたいですかね。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） まず、町長から答弁いただく前に、私のほうから六次産業

化なんですけれども、農家だけで六次産業化するというのは、非常に私は厳しいと

思っております。なぜかといいますと、保健所関係、それから加工施設を個人で建

てる、それから出口となる販売の開拓、非常にここら辺が厳しいところがありまし

て、どうしてもコスト高になるということで、やはり企業と連携して進めていった

ほうがよりベターではないのだろうかと思っております。

○議長（酒見 喬君） 町長。
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○町長（佐藤安彦君） 立山秀喜議員のほうからいろんなお話を伺う中で、ミカン等に

つきましても久重地域等では、中にはすべて自分で販路を開拓して、契約のような

形でされておる方もおられるわけですけれども、そういった素晴らしい品質のミカ

ン、そして販路ができれば、それで十分商売になるわけですけれども、そうでない

方をどうするかというのが非常に重要なところでありまして、すべての方がそうい

った事業に参加できる、そういったことになるかと思いますけれども、六次化とい

うことで、その前に議員おっしゃいました野菜・果物にしても、販売できない、出

荷できないようなものがたくさんあると思いますけれども、これをちょっと私、以

前、私の仕事関係の者が県庁に行っておりまして、県庁を辞めて喫茶店を始めたん

ですけれども、その喫茶店でその野菜というか、果物をいろんなところに行って出

荷できない果物を集めて買ってきておりました。そして、すべてそれを小さく刻ん

でチップにして、そしてアイスクリームというか、そういったものを出すというこ

とで、今も店で出しておりますけれども、自分がその果物を好きな物を選んで、そ

のチップにしたものを入れてアイスクリームとして店で出すということで、そうい

ったこともやっておりましたので、六次化の中では野菜・果物等につきましても南

関町のそういったものが一つのヒントになるんじゃないかなと思っておりますけれ

ども、農家も今、西田課長が申しましたけれども、これから六次産業ということで

進めていくということで、先ほども申しましたけれども、地方創生の生産拠点整備

交付金というのが、今年度申請で来年度事業ということで動き出すことになると思

います。ということで、うちも１億円ほどの事業費ということで、そういったこと

を申請する予定でおりまして、今、国との調整中でありますけれども、そういった

中で先ほどもシシ肉のジビエというのは、なかなかそれにはまだ今回は難しいと思

いますけれども、町の米であるとか、果物、そういったものを使った六次産業化が

できるようにということで、特に南関町のクリとかモモとかは、非常に面白いと思

います。そういったことで、今までできてこなかった南関町の特産品を使った、そ

ういった六次産業に結びつけるための、そういったハード面からの整備、そしてそ

こで実際ソフト面、皆さんで作るということが重要でありますので、今回のふるさ

と応援団をチーム南関ということで言っておりますけれども、やっぱり六次産業化

になると、もっともっと今度は生産者だけじゃなくて、高齢者の方あたりもそこで

働けるような、一緒にやれるような場になると思いますので、もう少し裾野を広げ

た形で取り組むことができればとは思っております。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） ありがとうございます。

今、答弁の中で、将来的にはもうそういう六次化のできる施設を計画していると
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いうことで了解してよろしいですかね。その中でやはり南関町で採れるが恐らく中

心的にやると思いますが、そしてふるさと応援というか、そちらのほうを特に利用

したりとか、また販売所を利用したりとかで販売できると思いますけど、やはり野

菜なんかも、よく店に行けばドライ状態、ああいうようなところでニンジンでも、

ナスでも、カボチャでも、何でも今野菜も結構やっているんですよね。やはり採れ

すぎたときに、そういう施設があれば、非常に農家さんも助かるんじゃないかと思

います。ただ、かなりの施設を、手がいるんじゃないかと私は思うんですよね。実

際、今農家さんでトマトをドライ状にして販売されている方もいらっしゃいますけ

ど、かなり厳しいんじゃないかと思います。それと、もしそれを作った場合、利用

する、八代は確か県の蒲島知事が何か作ったということで、６億円ぐらいかけて、

いろいろなところを造っておりますけど、その中では食品分析とか、土壌分析とか、

いろいろなミカンなんかはゼリーにして販売できるような試験等をできる施設なん

かがあるんですよね。そういうのを造るということで理解してよろしいですかね。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 今の計画の段階でいきますと、そういった大規模な冷却施設と

か、集客するようなそういった施設になるということはなかなかまだ今のところは

計画は上がっとらないようですけれども、将来的にはそういった冷却施設、そして

一番これからチャンスがあるなと思っていますのは、やっぱり立山議員からもお話

を伺ったことがありますけれども、南関の米をまずはブレンドする、やっぱり品質

の高い南関町の誇れる米にする、そしてそれを南関ブランドということで外に出せ

るようなということでありますので、やっぱり米も年間を通して同じような品質で、

おいしい米を出せるということが重要なことになりますので、そういったものにつ

いてもですけれども、行政とやっぱり民間の方、いろんな方、農家の方も含めて、

行政もお金を出す、民間の方も知恵とお金を出していただくような形で、力を合わ

せていけるような、そういった出資もいただけるようなそういったものができるな

らば、不可能じゃないかなとは思っております。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） 今ちょっと米の話が出ましたけど、やはり今ふるさと応援

で一番今出ているのは、町長がいつも言われますけど、米が一番でていると言われ

ますね。その中でやはり米というのは、この南関町でもうまいところと、やっぱり

食味がちょっと悪いところとあるんですよね。それで、今登録というか、本に載っ

ている、登録してあるところがメーンで出ておりますね。確かに登録してあるとこ

ろはみんなこだわって作ってある、自分で自信のある米を出しておられると思いま

すけど、一般的にいえば、登録せにゃ出せんというような状況で、何か不平等に感
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じるんですよね。それで、町長がさっきブレンドと言われましたけど、やはり年間

を通して、そういう消費者に対して安心して食味が変わらないというのを提供する

というなら、どうしてもやっぱりそういうブレンドをする施設がいるんじゃないか

と思います。これはなかなかそういう施設を造るのは厳しいかと思いますけど、Ｊ

Ａさんなり、そういうところも協力していただいて、例えばまず一歩目には同じと

ころで低温で貯蔵するとか、例えば４校区ありますので、その地域のライスセンタ

ーさん、私もライスセンターをしておりますけど、ライスセンターで例えば１,０

００俵なら１,０００俵分ブレンドするとか、そういうような方策を取ったら、案

外、安定した米の提供ができるんじゃないかと思います。

先日、食育フォーラムで東京の立教大学の生徒さんが南関に来て一番感じたのは、

白米が一番うまかったと言われたですね。確かに白米はうまかですよね。そして、

あのときは確かいきいき村の原君のところの米だったと思いますけど、全部が全部

あそこのがうまかっじゃなかっですよね。以前、議会で弁当を取ったときも、こら

食われんというような米が来たときもあっとですよ。それで、やはりさっき町長が

言われたとおり、ブレンドというとは必要じゃないかと思います。確かに福山の米

とか、あっちの山手の米とか、久重の米とか、宮尾の米とか、山手のばかりの米ば

かり、そればかりやられるなら、もう安心して出されます。ただ、まずかところの

米、たまたま行き当たったところは、もう注文が来ないと思うんですよね。やはり

それでどうしても米を販売するにあたっては、このブレンドというのは必要事項じ

ゃないかと思います。それと、低温貯蔵ですね。それと、もう一つはもみ殻で取っ

て、後はもう大きな施設になりますけど、循環しよってから、その月々でずっとも

みすりしていくとか、そういう方策が取れればいいんですけど、低温貯蔵するには

農協の倉庫を利用するのが一番いいんじゃないかと思いますし、それしか一番手っ

取り早い倉庫というのはないと思います。そこら辺は農協さんとか話し合いをして

いただいて進めていただきたいと思います。

それと、米の六次化ですけど、やはりこれを加工するにあたりましては、一番手

っ取り早かとは、やっぱり煎餅ですよね、米は。やはり食味がいいと、安心して使

える米なら、やはり煎餅にしてもうまいと思います。そういうのも利用して六次化

は進めていっていただきたいと思います。野菜とか果物につきましては、かなりそ

ういう施設がいるかと思いますけど、米についてはそういうふうにお願いいたした

いと思います。

それと、次の基盤整備のほうに移りたいと思います。その前にもう一つありまし

た。先ほどから言いよりますとおり、担い手が少なくなっておりますね。それで、

この前、食育フォーラムの中で東京のほうから生徒さんが６名なり８名なりがこっ
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ちのほうに来て、農業体験というかやっておりまして、そこの講師の先生のカク先

生という方が「熊本はよかね、熊本はよかね、南関なよかね。」とずっと言われた

んですよね。それで、その先生が夏休みに体験農業で生徒を南関のほうにやりたい

というような意見が出たんですよね。それで、今、南関町の農業というか、結構年

を取った方がいらっしゃるですよね。もう農業をリタイアするということで、土地

はある、農機具はあるということで、そういうところに体験で夏場でも来れる方が、

もしそういう話があったら対応できますかね。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 条件が揃えば、マッチングがうまくできれば、それは可能

だと思います。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 今、非常に参考になるのが、ちょっと私これ、町村週報という

のがまいりまして、この中で農業のところをちょっと気になっとったものがあった

ものですから、ちょっと見せていただきましたけれども、昨年の４９歳以下の新規

就農者は全国で２万３,０００人ということであります。調査を開始した２００７

年以降で最大の人数に達しました。２万３,０００人のうち、農家である自宅で就

農した人は５４％ということです。言い換えれば、残る４６％は自宅外での就農で

あり、その多くは非農家の出身者なのであると。４６％の内訳は、農業生産法人な

どで働く雇用就農者が３５％であり、農地や賃金を調達して農業を始めた起業型の

新規参入者が１１％であったということで、これは非常にうちの町にも参考になる

記事があったなと思って見てみましたけれども、うちの町でもやっぱりこれから耕

作する方が亡くなるような耕作地が出てまいりますので、そういったことの新規参

入、やっぱり町の農業者でない方が始めるということ、これは先ほどから、午前中

からも定住・転入あたりのそういったお話もありましたので、一石二鳥といいます

か、そういったことも含めて、いろんなところで勉強もしなくちゃいけませんし、

情報も発信していければと思っています。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） やはり全国的に農業を新たにやりたいとか、田舎に憧れて

来るというようなところが結構テレビなんかでも紹介されているんですよね。球磨

の山の中とか、宮崎の椎葉村とか、そういうところにわざと行く人とか、やはり私

たちの南関町ももう百姓はできないというような農家さんというか、リタイアした

方がかなりいらっしゃると思います。土地もある、農機具もあるというような、そ

ういうところには是非入れていただきたいと思いますし、またその辺のＰＲは何か

町のほうでは、体験農業をしてみませんかとか、そういうＰＲとか何とかしている
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ところはあるとですかね。まちづくり課とか、それと経済課でもどっちでも結構で

す。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 新規参入の希望とか、農業に興味がある方については、毎

年、全体で玉名市のほうで管内からどうですかということで、そこで就農の相談会

を開いております。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） よそで聞きよるとじゃなかっですよ。南関町がそのＰＲを

やっているかどうかですよ。よそに当てにしとったっちゃ、ちょっとできんですよ。

やっぱり自分でそれなりのＰＲをして、南関町で農業を体験してみませんかとか、

そういうようなダイレクトメールとか、ダイレクトメールじゃなかですけど、そう

いうようなことは町としてやっているかやれるかですたい、その辺はどぎゃんです

かね。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 今、私が申しましたのは、全部が寄ってやっているという

ことで、今の御質問は南関町だけでということで、それは今のところはやっており

ません。ただ、新規就農したいということで相談に見えられるときには、親身にな

って相談を受けるようにしております。ただ、青年就農給付金が始まった頃は、年

間１５０万円という補助金が来るということで、全くどっちが、農業をしたいのが

目的なのか、お金をもらいたいのが目的か分かりませんけれども、目的がはっきり

しない方も数名見えられました。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 町独自のいろんなそういった周知ＰＲということでございます

が、町のほうでは定住関係に関しては東京のほうで年１度、移住フェアというのを

開催しております。職員も出掛けて、いろんな町の情報を持っていって、そこでい

ろんなお客さまが全国からお見えになる、そういったところで説明しておりますし、

もう一つは今回非常にチャンスが増えたなと思いますのは、先ほどからお話してお

りますふるさと応援団の中で、年２回、南関町の米のサンプルとか、南関町のいろ

んな情報を、定住情報とか雇用情報、そういったものをすべて一箱に入れて、南関

町に関係ある方に送っておりますけど、今、２,５００から３,０００近くになって

おるかと思いますけれども、そういったところでもいろんなところに情報を発信し

ておりますので、その農業関係にもいろんなこっちに関心を持っていただくような、

もう少し全体的なこっちに来ていただいて農業ができるという、そういった情報を

もう少し積み上げて、そういった中にも入れて広げていければと思います。
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○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） 町長が今言われたとおり、やはり町独自ででもそういうＰ

Ｒをやっていただきたいし、私の経験では一回副町長がまだ経済課におられたとき

だったですかね、大牟田のほうから百姓をしたいということで、土地は持たん、金

は持たん、機械も何も持たんということで来られた方がいらっしゃったんですよね。

その人には１年間、農家さんに何様加勢に住み込みで行けと、住み込みはなかった

ですけど、ずっと１年間農作業を、稲刈りもした、施設園芸もさせて、全部させて、

最終的に独立させて、花なんかを作っておられますけど、そういう方も以前おられ

ました。やはりそういう方がそのときは青年給付金とか何もありません。ただ、も

う農家さんのところにやって、農業のノウハウを覚えてこいということでやられた

ことが私の経験としてあります。そういうような今これが全国的に、そういうこと

が出ているんですよね。もう全然百姓をしたことがない人が百姓をするとか、この

前もテレビで出ておりましたけど、女性の方が家は全然百姓したことも何もないけ

ど、ただ農大を出て、そこのグループに入るとがこの前あったですたいね、公民館

で。そういう人が今、全国どこでもいるんですよね。それで、やはりＰＲというの

はものすごく必要ではないかと思います。そうすれば、空家なんかでも１軒か２軒

でも埋まってくるんじゃないかと思うし、やはり農家というか、地元の方は自分の

土地をただ荒らすより、そういう人がもしおれば、貸し借りもできてくるんじゃな

いかと思います。そのようなことで、特にその辺を進めていただきたいと思うし、

これはもうほんの希望だけですけど、よければそういうふうに進めていただきたい

と思います。

それと、２番の基盤整備の件でございますけど、今、残りの１００町分ぐらいの

土壌調査ですかね、それが今終わっておりますけど、その後の経過というか、どの

ようになっていくかちょっとお願いいたします。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 今年度は土壌調査で終わるのかなと思っています。今後、

来年度以降についても、基礎調査も続きますし、最終的には法的なところにもなっ

ていくということで、ただ県の予算もありますので、予算との兼ね合いを見ながら

進めていきますけれども、最終的に面工事が終了するのは４、５年先になるのかな

と考えております。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） ４、５年先というと、もう私たちも今しよりますばってん

が、結構年になってくると、せっかく基盤整備しても、今もう７０歳ぐらいの方な

んかはもう７５とか８０とかになるけん、どがんか早よできんかなとは思いますし、
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じゃあ今、土壌調査して放っとくところがこれから４、５年先ということになると

いうことですかね。そしたら、その後は農地集積とか、集落営農とか、担い手育成

とかやっていかれると思いますけど、今終わっているところ、せっかくこの前講習

を受けて、いろいろやっぱり思ったんですけど、その終わっている地域に対しての

対策というのはどのようにされていますかね。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 終わった地域、例えば肥猪につきましては担い手の集積と

いうことで現在進めておるところです。それと、集落営農につきましては、昨年は

県の玉名地域振興局から講師を呼びまして公民館で行い、その後、ちょっと大きな

ところには、その代表の方とかにどうですかという話はしたんですけれども、なか

なか前に進まないということで、今回、岐阜のほうで自分たちで立ち上げられて、

大きく法人化までされたということで、この講師については３年ぐらい前に熊本市

内で行政職員を対象に講習会がございました。そのときの講師で、話が非常に良か

ったものですから、今回お呼びしたところです。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） 南関町じゃなかっでしょう、その集落営農が今度できたと

言われたのは。私が言いよるとは、南関町でそういう足がかりというか、その辺を

つくってほしいと言っているんですよね。それで、やはり水田だけの基盤整備で、

その集落営農とか農地集積、そういうのができれば、この前も講習のとき言われま

したけど、みんな機械化貧乏なんですよね。トラクター１台３００万円、コンバイ

ン３００万円、田植機１５０万円ですよ。それがほとんど５反ぐらい作っておられ

る農家は、ほとんどみんな持っているんですよね。これが永久的に使えるならよか

ばってん、５年ぐらいで壊れたとか、そういうようなことになるので、それをどう

にか集約できるような方策のために集落営農というとは立ち上げにゃいかんという、

それはもう課長なんかでもみんな思っていると思うんですよね。それの足がかりを

今終わっている地域、その辺を進めるということはやっているんですかね。ちょっ

とようとはっきりまだ分かりませんけど。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） ですので、昨年、講演会を開いた後に、正月とか初寄りと

かあるでしょうから、そのときにどうですか、話をまた進めていただけませんかと

いうことで話をしたところはございますが、それからはなかなか進まなかったとい

うことで、町が当然そこを支援していくのは当然のことでございますけれども、や

るのはやはりそこのほ場整備地区内の人たちが、自分たちの農地をどう守っていく

のか、そこを考えていただかないと、町だけがああしてくれ、こうしてくれでは、
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なかなか進まないものと思っております。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） 確かに、それはするのは農家さんですたいね。ただ、この

前の講習会であったとおり、足がかりというか、そういうのはやっぱりつくってほ

しいということですよ。例えば、この前、農機具の償還期間とか、あたげの農機具

はこれとこれはもう要らんけんが使わんでよかですよとか、そういうようなことの

手助けですよね。その辺をやってほしいということですよ。特にこれから先、今か

ら基盤整備する地域は、恐らく私たちの賢木の上長田のところも計画しております

けど、どうでしょうかね、何名の方がもう百姓せんけん土地は売るていう方がおる

んですよね。もうそういう方がどこにもいっぱいいると思います。そしたら、残っ

た担い手でみんな管理せにゃいかんし、農地中間管理機構のほうに全部委託とか、

農業バンクのほうに委託とか、いろいろそういう方法はありますけど、それが今の

現状じゃなかろうかと思います。そういうところで担い手として残っている方も、

若い人は何名かおりますけど、その方とか、五六十代の年代でその地域を管理せに

ゃんごつなるけん、その辺の見本的というか、そういうのをもう住んでいる地域で

どこか１カ所でも、これはもう前回の一般質問のときも言いよりましたけど、そう

いうところをつくるて、この前、確か言われたと思いますけど、どがんかその辺ば

つくっていただかんと、なかなかちょっと一歩は踏み出せんとが農家の実状じゃな

かろうかと思うんですよね。その辺、どぎゃんでございますかね。課長でも町長で

も、どっちでもいいです。

○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） この間の講演会を皆さんお聞きになって、非常に今回はた

めになったということは聞きました。その中で、ある地区の方と終わってから話を

している中で、うちはちょっとほ場整備したばってん面積が少ないもんな、ちょっ

と効果的じゃなかろうなとおっしゃったところがございました。そういうところは

すぐ近くにまた別の地区のほ場整備してあるところがありますし、もう一つはこっ

ちもありますので、そこら辺で協働でゆくゆくは全体的を集落営農でやったらどう

でしょうかということで、最初は少ない面積でも大丈夫ですけれども、ゆくゆく少

しずつ集落営農のメリットを生かして広げていったらどうでしょうかというお話は

したところです。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） 課長は話されたということですから、ひな形的というか、

その辺はいつ頃、課長はもうあと何年かしかおらっされんと思いますけど、いつ頃、

その辺が実現できるですかね。
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○議長（酒見 喬君） 経済課長。

○経済課長（西田裕幸君） 前から私が思っておりましたのは、ここら辺でいったら関

村、面積もありますし、ここをまず集落営農をやってみたらどうだろうかと、私は

以前から思っており、そこの区長さんにも話はしましたけれども、なかなか進みま

せんので、是非ＪＡのＯＢでもある立山議員さんのお力もいただきながら、そこら

辺をお知り合いもたくさんおられますので、進められるならいいかなと思っており

ます。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。

○４番議員（立山秀喜君） 私か出て行ってできるならよかばってん、やはり賢木から

南関までというと、ちょっと厳しいところもあります。ただ、私もおふくろの里が

下原だものだけん、下原地域が正直な話、田中啓一さんやったですかね、消防署上

がりの方があそこで一番今若い後継者なんですよね。それで、もう若いといっても

６７か６か、それくらいですよね。その人が一番、昔はもうそこは園芸地帯で、み

んなばりばりやっておられた方ばかりですけど、みんなもう亡くなったりとか、病

気とかして、もう田ん中もちょっと荒れよるようなところも出ております。やはり

一番いいのは、そういうところとか、関村は何人かおるんですよね、結構しよる人

が。そういうところが、あの辺は関村も入っておりますけど、その辺なんかをちょ

っとモデル地区とか、議長の地域の肥猪でも結構ですよね。ああいうところもモデ

ル地区なんかで上げて、是非取り組んでいただきたいと思いますけど、いつまでも

するとかせんとかば答弁しよってもできませんので、町長はどぎゃん思いなはるか

知らんばってんがですね。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 私も南関町の農業を、将来的なものをどうして守っていくかと

いうことで常に考えておりますけれども、そのためにはまずほ場整備が必要という

ことは同じ認識だと思います。やっぱりほ場整備をしたところで集落営農というこ

とが必要になりますので、私は自分が関心も持っておりますし、南関町の農業を守

っていくためには、必ずその集落営農が必要であると思っております。ということ

で、これから一歩ずつ踏み込んでいくわけですけれども、やはり南関町はそういっ

たところが実際ないとするならば、今まで成功した例、失敗した例等も含めて、は

っきりしたそういったデータとか、いろんな資料を持ち合わせて地元にも入ってい

くような、そういった気構えを持って、行政が積極的に動いていくことも必要であ

りますので、担当課あたりともしっかりと打ち合わせしながら、踏み込んでいきた

いと思います。

○議長（酒見 喬君） ４番議員。
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○４番議員（立山秀喜君） ありがとうございます。非常に前向きな意見をいただきま

して喜んでおります。

それでは、まとめに一応入りたいと思います。最初言いました町長の町の農業振

興の考えということでお伺いしましたけど、やはりどうしても野菜とか果物とか米

とか、余ってきたりとか、また安心して消費者に配布できるという、そういうこと

をするためには、どうしても六次化をする必要があるということであるし、またこ

れは農家の方々も恐らく希望しておると思いますし、その辺も是非進めていただき

たいと思います。

それと、基盤整備につきましては、今からするところ、済んだところありますけ

ど、特に農地集積また集落営農、その辺のどうしてもやはりモデル的でもいいから、

早めに立ち上げていただきたいと思います。

以上、私の一般質問はこれで終わりたいと思います。

○議長（酒見 喬君） 以上で４番議員の一般質問は終了しました。

続いて、２番議員の質問を許します。

２番議員。

○２番議員（杉村博明君） 一番眠い時間とは思いますが、今年最後の質問になります。

よろしくお願いします。

私のほうから、２点、今回質問を出しております。最初に、質問が一親等の職員

は現在何組あるかを問うということで出しております。２点目、「空き缶」になっ

ておりますけど、「空き缶等」ということでお願いします。「等」を入れてもらい

たいと思います。空き缶等ポイ捨て禁止条例の制定についてということで、２点を

お伺いいたします。

まず、１点目の一親等の職員は現在何組あるかを問うということで、佐藤町長に

なり、職員の採用で一親等の職員は現在何組あるかということをお伺いします。ま

た、採用の際、二次試験や面接で採用決定されていると思いますが、その際に親子

関係も知り得ると思います。一親等の職員を採用されたか、知り得ながらも一親等

の職員を採用されたか、ほかにも採用試験を受けた方々がいたと思うが、どのよう

に違いがあったのかをお聞きします。また、今後においても一親等の採用を継続さ

れるのか止められるのかをお伺いします。

２点目の空き缶等ポイ捨て禁止条例の制定についてですが、現在、南関町では南

関町環境美化に関する条例ということであります。この条例の中では、空き缶等ポ

イ捨てに関する罰則もなく、全く効果的な条例とは思えない上、ほかの環境保全の

条例の一部として扱われております。意味をなしていないため、空き缶等、等とい

うことはビンもあるし、ほかに粗大ごみ等、そんなものも含んでおります。空き缶
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等ポイ捨て禁止条例を制定して、環境保全に取り組んではいかがかということで問

いたいと思います。

詳細については、この後、自席に着いて質問をしたいと思います。よろしくお願

いします。

○議長（酒見 喬君） ２番議員の質問に対する答弁を求めます。

町長。

○町長（佐藤安彦君） ２番、杉村議員の一親等の職員は現在何組あるかとの御質問に

お答えいたします。私は平成２６年４月から町長として職員を５名採用しておりま

すが、一親等の職員は採用しておりません。なお、現在親子で在職している職員は

３組でございます。職員採用につきましては、議員御存じのとおり、公平さが求め

られております。まずは基礎的な能力を一次試験で見定め、合格者の中から面接に

よって採用を決定することとなります。その際に、本人そのものの評価を行うこと

が重要でございまして、家族の状況などは本人の責任ではありませんので、評価の

対象としてはいけないこととされております。厚生労働省からも応募者の基本的人

権を尊重すること、応募者の適正と能力のみを基準とすることが求められておりま

す。採用に関しましては、あくまでも本人の評価に基づいて行われていると御理解

いただきたいと思います。

また、親子関係を知りながら、なぜ採用されたのかとのお尋ねですが、私自身が

面接しました二次試験による採用はございませんでしたので、理由は述べることが

できません。また、どのような違いがあったのかとのお尋ねについても、お答えす

る立場にございませんので、御理解いただきますようお願いいたします。

次に、今後も一親等の職員を採用を継続するのか、止めるのかとのお尋ねですが、

先ほど申し上げましたとおり、能力の高い職員を採用することも基準としていかな

ければならないと考えているところであります。

次に、空き缶等ポイ捨て禁止条例の制定についての御質問にお答えいたします。

南関町では、環境美化の取り組みとして、現在６月の一斉クリーン作戦、７月から

８月に実施しております海・川の日に、町民の皆さま方や事業所の方々の御協力の

下、環境美化活動に努めているところであります。また、各地区に不法投棄防止監

視員さんを置き、毎月の巡回と報告をお願いしているところであります。この結果、

不法投棄等のごみは減少傾向にあるのではないかと感じておりますが、議員御指摘

のとおり、現在の環境美化条例には罰則規定がないのも事実でございます。ただ、

議員が言われるように、新条例として罰則規定を設けるべきなのか、そして設ける

ならばどのような課題があるのか、現在の条例の改正で対応できないのかも含めて、

今後検討していく必要があるのではないかと考えているところであります。
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以上お答えしまして、この後の質問につきましては自席からお答えさせていただ

きます。また、町の現状等の詳細につきましては、担当課長がお答えいたします。

○議長（酒見 喬君） 税務住民課長。

○税務住民課長（菅原 力君） ２番の空き缶等のポイ捨て条例の制定についての、今、

町長のほうから答弁がございました、そのほかに町の現在の取組状況等について御

報告したいと思います。町長からありましたように、毎年６月に一斉クリーン作戦

を行っております。この中で平成２０年から数字を取っておりますけれども、一番

数量的に多かったのが平成２２年頃が、ごみ類すべて合わせてですけれども、８６

１袋の回収を行っております。申し訳ありません、一番多かったのは平成２６年で

す。２６年が１,３７８袋のごみが出ております。２６年から２７年、２８年、こ

こ３年間ですけれども、先ほど言われました空き缶等ということで、燃えるごみ、

それから缶類に限っていいますと、平成２６年が９１３袋、それから平成２７年が

５１３袋、それから平成２８年、本年度が３０６袋ということで、数字上は若干で

はありますけれども、減少傾向にあるのは町長の答弁にあったとおりでございます

が、ただ減ってはきておりますけれども、議員が御指摘されるように、ゼロではご

ざいません。やはりごみというのは、不法投棄、大分まだ残っております。町とし

ての取り組みとしましては、各地区に南関、賢木、大原、坂下ということで、不法

投棄防止の監視員さんを２名ずつお願いしております。その方々に毎月巡回をして

いただいて、ごみを発見したら回収していただくと。なおかつ、巡回されたごとに

報告書を提出していただくということで、町の状況等も担当課のほうで把握してい

くと。その中で、ごみがひどいところにつきましては、平成２２年度からでしたか

ね、一応不法投棄防止の監視カメラの設置を始めました。現在、本物は数は少のう

ございますけれども、ダミーの監視カメラと合わせて、町内２５カ所に現在設置し

ているところでございます。こういったことで抑止力とはなっていると思いますの

で、その不法投棄防止の監視カメラを設置した箇所といいますか、その周辺につい

てはごみが減ってきたのが、こういった結果にもつながっているのではないかとい

うふうに思っておりますけれども、まだまだ足りない部分はあると思いますので、

今後ともしっかりとごみの減量化、あるいは不法投棄の防止について取り組んでい

きたいと考えているところでございます。以上でございます。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） 答弁、ありがとうございました。

まず最初に、１番から質問したいと思いますけど、一親等の職員は現在何組ある

かということで、現町長に関しましては採用はないということで、今お伺いしまし

て、分かりましたけど、今現在、３組の一親等の関する職員の方々がいらっしゃる
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ということですけど、町長はこの件に関して、今後、先ほど答弁の中ではありまし

たけど、一親等に関しましては、いろんな弊害も出てくるかと思います。また、異

動に関しましても、親子関係とかがありますから、どうしても同じ課にはできない

という感じもあります。また、法的にはこれは何もありませんので、法的には何も

違反していないんですけど、世間から見れば、やっぱりどうしても疑いたくなるよ

うな採用になってくるものですから、どうしても適正な試験をされてはいるんです

けど、その試験の内容のところに、項目、採用試験の申し込みの段階、そこの辺で

一親等の方はということで条件としては入れられるのか入れられないのか、総務課

長、どうぞ。

○議長（酒見 喬君） 答弁の番ですが、ここで１０分間休憩します。

－－－－－－－○－－－－－－－

休憩 午後１時５９分

再開 午後２時０９分

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） 休憩前に引き続き一般質問を行います。

２番議員の質問に対する答弁の番でしたので、これを続行してください。

総務課長。

○総務課長（大木義隆君） お尋ねのございました一親等の職員について、最初から外

すということ、募集要項の中で条件として外すということで、それが可能なのかと

いうことでございますが、職業安定法というものがございまして、職業選択の自由

ということで、第２条に何人も公共の福祉に反しない限り職業を自由に選択するこ

とができるということがございます。その次、第３条に均等待遇ということで、何

人も人種、国籍、心情、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員

であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について差別的取り扱いを受け

ることはないということで法律にも定めてございますので、その条件を付けるとい

うことは適当ではないというふうに思われるところです。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） その辺は私のほうも知っておりましたけど、一応そちらの

ほうからの答弁で聞きたいと思ってお聞きしたところです。

では、そういったところでもありますけど、どうしても住民の方からすれば、親

子で役場の職員としていれば、どうしても何かあったのかなと、要らぬ疑いも掛け

られると思っております。実際、やっぱり町民の方からもそういったところもちょ

っと何かあったんじゃないかと疑いもされますので、その辺は不信を招かないよう

なことをどうしてもしていかなくてはならないと思っております。町長としての、
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この一親等の採用につきましては、どのようなお考えでいるか、その辺を町長のほ

うから聞きたいと思います。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 採用条件といいますか、そういった制度につきましては、今、

総務課長が申しましたとおりでありまして、私も冒頭の答弁の中で申し上げました

が、やっぱり町の将来を担っていただくために優秀な職員が必要でありますし、能

力の高い職員を採用すること、そういった基準を満たしていかなければならないと

思います。しかしながら、杉村議員が先ほどの質問でも述べられましたように、親

子関係があると人事異動あたりにも支障を来す、これは確かにそういったことはな

いことはないと思います。そういったこともありますし、町民の皆さんから私に対

しても、そういった何で親子かということは聞くこともあります。そういったこと

で、私のほうからそれをしませんという言い方はできませんけれども、町民の皆さ

んもたくさんの皆さんがそういった思いを持っておられるということは心の中にと

どめておきたいと思います。以上でございます。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） 採用に関しては、全国的にやっぱりどうしてもいろんな問

題が出て、新聞報道とか、近くの市町村でもありますし、県内でもあります。また、

大分のほうでもあっております。そういった新聞報道とか、報道されると、やっぱ

りどうしてもこういった要らぬ疑いを持たれる、要らぬ心配をしなくてはならない

ところがあります。どうしても、それとまた先ほど言いましたように、異動もほか

の職員にそれだけ迷惑が掛かってくるところがあるんですよね、どうしても。その

親子が別々に離れた、同じ課じゃなくて、離れていたら、その人をどこにやるかと、

要らぬ、またところも出てきます。この人をどこにやろうかと、この人がしたから

どこにやろうかと、そんな簡単に異動に関しましても、うまくやらないと要らぬ不

公平が出てくるかと思います。やっぱりまた町民からすれば、不信を招かないよう

にしていかなくてはならない、また公平・公正で職員採用もしていかなくてはなら

ない。その辺は十分もう承知されていかと思いますけど、やっぱりどうしても一親

等になれば、何かあるんじゃないかと、先ほどから申しますように、要らぬ疑いが

掛かってきますので、その辺は十分頭にいつも置かれて、していってもらいたいと

思います。また、何か収賄とか、いろんなところでも心配される場合があります。

先ほどから申しますように、要らぬ心配をされないように、採用には十分注意され

てやっていってもらいたいと思います。

一つの例としましては、これは会計管理とか、そういった役職関係はその辺でも、

地方自治法の第１６９条、１９８条の２、この規定の中でも厳しく、この中では職
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員に関することじゃありませんけど、町の会計管理者、そういった職員との親子、

そういったのは規制されておりますので、採用に関してではありませんけど、職員

に関しては採用の時点で法的な制限はないということですけど、十分公平・公正化

をしてもらって、採用に努めていってもらいたいと思います。

２点目に移りたいと思います。空き缶等のポイ捨ての禁止条例の中で、南関町に

環境美化に関する条例があるということですけど、その中にこの空き缶ポイ捨てに

関しての条文はどれぐらいありますでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 税務住民課長。

○税務住民課長（菅原 力君） 南関町の環境美化に関する条例でございますけれど、

まず第２条の用語の意義の中で、第２条の第３項で空き缶等のごみということで、

これに該当しますのが、空き缶、空き瓶、紙くず、たばこの吸い殻等ということで

規定されております。この空き缶等の規定につきましては、第３条の第１項で、町

民、事業者及び占有者等は、公園、道路、河川、水路、ため池、広場及びその他の

場所、並びに他人が所有し管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、または汚して

はならないということで、この１項目だけがその空き缶等のごみに関する項目とい

うことで制定されております。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） 今、税務住民課長のほうからありましたように、本当この

環境美化条例に関しましては、長い文書の中でほんのみくだり的な、ほんの少しし

かないんですよね、簡単なですね。これがほかの、県内でもありますけど、空き缶

等に関する条例も別にして、ぴしゃっと作られている町村もあります。この環境美

化条例の中で本当もうただそれだけの文言で、空き缶等のポイ捨ての条例かと、ち

ょっと頭をひねるような、本当に短い、ただ環境の美化条例の中にちょっと環境に

関することだからといって、そこの部分にほんの少しそれを載せただけで、本当に

これが対策として、条例としてなり得るのか、私は本当に空き缶等のポイ捨ての条

例をはっきりとして作って、それだけでも条例が町がどれだけの力を、ポイ捨てに

力を入れているか、そういったのもあるかと思います。ほかのところもあるかと思

いますので、どこかあれば、住民課長、お願いします。

○議長（酒見 喬君） 税務住民課長。

○税務住民課長（菅原 力君） ただいま御指摘がありましたように、確かに南関町の

条例の中で空き缶等に関する項目は、よそと比べても少ないというのは実感してい

るところでございます。ほかのところ、今、杉村議員が言われましたように、県内

ではっきりと空き缶あるいはたばこなどのポイ捨て条例ということで正式に条例制

定されているところは、ちょっと勉強不足があるかも知れませんが、熊本市、それ
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から山鹿市、この二つは間違いなく罰則規定を含んだポイ捨て条例というのが制定

されております。熊本市におきましては、できた経緯からいろいろ調べてみますと、

ここはもう観光都市ということで、観光客がいらっしゃる区域、特に下通り・上通

りとか、そういったところで区域指定を行って、そこでのポイ捨て等については罰

金というような条例がございます。山鹿市については、全域がポイ捨て禁止区域と

いうことで罰則規定があるようでございます。ただ、罰則規定等がない、例えば県

内の玉名、それから和水、長洲、玉東についても、南関町と同じような環境美化条

例ということで罰則まではありません。ただ、南関町も同じでございますけれども、

指導勧告、それから指示、それに名前の公表といったところは同じような内容をと

っておりますけれども、議員が御指摘ありましたように、ほかのところはよく読ん

でみますと、空き缶等のごみ類だけでなくて、ペットの飼い方とか、たばこの吸い

殻とか、項目を分けて詳細に作ってあるところが多うございます。そういったとこ

ろ見ますと、確かに御指摘のように、まだ南関町の条例が十分かというと、そうで

はないというふうに痛切に感じているところでございます。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） 今答弁がありましたように、ほかの熊本市や山鹿市等は罰

則規定が設けられておりますけど、そこまではする必要は、まあ検討していただき

たいんですけど、私はそこまでは必要ないかと思っております。でも、この条文に

関しましては、ぴしゃっとしたこの空き缶等ですので、いろんな空き缶だけでなく、

瓶もあるし、弁当の殻とか、よく見るんですね。道を通っていると、コンビニから

買った弁当の食べ殻、それをポイ捨てとか、空き缶のポイ捨て、雑誌のポイ捨て、

そういったのをよく見ます。それと、道路沿いの田んぼや畑、そういったところに

瓶類を捨てられたら本当危ないんですよね。田んぼを作るにしても、どうしても機

械が入って割ったりすれば、本当ケガのもとになります。誰も見ていないと、ポイ

捨てというとが結構、誰も見ていないところで捨てるんですよね。捨てるところが

結構、南関町は結構、山を上ったり下ったりの道が多いから、誰も見ていないんだ

と簡単に捨てるような、これは住民の方じゃないかも知れません。町外の方が南関

町を通るとき、通勤とかされる間に捨てられるとか、いろんなそれは分かりません

けど、そういった状況で捨てられるんじゃないかと思うんですけど、どうしてもこ

の条例を作って、南関町はこうやっているんだと、環境には厳しいんだということ

で、住民の方にも知らせて、また町内に入って来られた方々には、ああ南関町は本

当に環境に関してぴしっとされているんだなということを見せるためにも、条例に

こうやってぴしっとした、別にこういった空き缶等のポイ捨て条例があるんだとい

うことで、それも見本としてほかの町が作られるかも知れません。ほかの町がそう
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いった条例を作ってから、南関町はああこうやっていこうというよりも先に、こう

いったことは南関町が率先して先に作っていったがいいんじゃないかと思いますけ

ど、その辺、町長、どう思われますか。

○議長（酒見 喬君） 町長。

○町長（佐藤安彦君） 他の市町村よりも先にそういったことでいろんな訴えるという

ことも非常に大切かと思います。この空き缶に関して、私は非常に関心をもっとる

のが、ほかの市町村はいろいろやられているところがあるかも知れませんけれども、

大分県で６２年振りに村長選挙がありました姫島というところがございまして、こ

こが島なんですよ。全村民が２,５００人ぐらいしかおりませんので、そこの島で

は空き缶の全部また買取制度、ディポジット制度というのをやられています。家で

発生した空き缶はどの商店に持っていっても買い取っていただけますので、うちで

いうとビール瓶とかもそういったものですけれども、そのディポジット制度という

のが南関でできるかというと、やっぱり町外の方も入ってきますので、なかなか難

しいと思いますけれども、非常に参考になる面白い事業であるとは思っております。

そういったこともありますし、やっぱり私たちのこの町が進むべき道というのは、

やっぱり環境に配慮した町ということをやっぱり訴えていく必要がありますので、

先日、全協でもちょっとお話しましたけれども、家庭の廃油を小学生・中学生に集

めていただいて、バイオディーゼルとして活用するということで、このバイオディ

ーゼルの車を今度、東京オリンピックでも使われるようになりますので、そういっ

たことでうちの町有車あたりにも使うことができるならやりたいと思いますし、こ

の空き缶等のポイ捨て条例と併せて、いろんなそういった環境に配慮した町という

ことで、もう少し大きな環境面での総合対策というようなことも含めて、いろんな

対応ができるように考えていけることがあると思いますので、またいろんな知恵を

お借りできればと思っております。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） ありがとうございます。これは前向きと捉えていいかと思

いますけど、今の答弁はですね。

本当、見えない場所とかにポイ捨てが散乱いる場合があります。昔は町のほうで

もちょっとした広場とか駐車場あたりにごみカゴを置いていたんですけど、これは

逆効果だったんですよね。なぜかというと、そこにきれいに入れるならいいんです

けど、ただもう投げやって、周りが困るという状況で、また町の職員が行って片付

けるとか、先ほど監視員の方が片付けられるとか、そういった状況が出てきました

ので、今はもう置いていないかと思います。そのほうが逆にきれいになったんです

よね。だから、今、ごみカゴ等は設置されていないかと思います。あとはもう業者
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の方が自動販売機の横に空き缶を回収するボックスを置かれているかと思いますけ

ど、その辺はいいんですよね。どうしても車に乗って、飲んで、そのままポイとか、

たばこを吸ってそのままポイとか、今は若い方が多いですよね。実際、これは男女

関係なく、たばこを吸われてポイとか、飲まれた後、前後、車が来てない、ポイと

か、そういったのがあるかと思います。見えたら捨てないんですけど、ちょっと藪

になった草刈りしていないとか、そういったところが一番多いんですよね。一番困

るのは、先ほど申しましたように、田んぼに捨てられたりとかが一番迷惑するんで

すけど、この環境美化条例にはその他に対してどんなことが文言としては、具体的

じゃなくて簡単に結構です。上げられているか、ほかに。

○議長（酒見 喬君） 税務住民課長。

○税務住民課長（菅原 力君） 環境美化条例につきましては、先ほど申しました清潔

を保持するということで、第３条で空き缶等については申し上げました。第２項で

今度は土地及び建物の所有者または管理者は、当該建物及びその周囲を常に清潔に

保たなければならないというようなところを、これは個人ですけれども、うたって

おります。それから、町の責務としましては、町は総合的な環境美化に関する施策

を策定し、これを実施するとともに、その実施について、町民、事業者、占有者、

県及び国に対して必要な協力を要請すると。町長は、町民、事業者、占有者に対し

て環境美化を促進するため、知識の普及及び意識の向上を図るなど、必要な措置を

講じなければならないというようなところをうたっております。あと、第６条では、

今、杉村議員が申されましたように、自動販売機の設置者については、回収器具を

設置しなければならないと。その義務違反をした場合には、先ほど申しました指導

勧告、それから最終的に従わない場合は名前の公表というようなところをうたって

いるところでございます。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） ありがとうございます。

この環境美化条例の中には、この空き缶等のポイ捨てのほかにも、今言われたよ

うに、いろんなのが環境に関することが載っております。これはもう一つにまとめ

られたという形でされているかと思うんですけど、やっぱりどうしても具体的に挙

げる場合は、この条例も別として作るのがいいんじゃないかと思って、今回質問し

たわけなんですけど、これをもし作られるにあたっては、環境審議会のほうで検討

されるかと思いますけど、その辺はいかがでしょうか。

○議長（酒見 喬君） 税務住民課長。

○税務住民課長（菅原 力君） 今、議員がお話がありましたように、環境美化条例の

第１５条に環境審議会ということで設置することができるというような項目をうた
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っております。それは一応諮問機関になっておりますので、環境審議委員が現在６

名任命しております。一応町長のほうから諮問があれば、そこで審議して答申を上

げるということでございますので、先ほど町長の最初の答弁でもありましたように、

前向きに検討したいということでもございますので、町長とお話をしまして、審議

会にその条例、今言われました新しい条例の制定が必要なのか、今の条例を今以上

に、よその町以上に改正して対応が可能なのかも含めて審議してくれというような

ことが出ましたならば、その中で審議して町長に報告して、最終的には町長のほう

にその辺の決断をしていただきたいというふうに思っております。

○議長（酒見 喬君） ２番議員。

○２番議員（杉村博明君） 是非、これをお願いします。この審議会の話をされて、是

非、この具体的にもっと分かりやすく、もっと条文を簡単な、３行ぐらいの条文じ

ゃなくて、もっとポイ捨てに関する条例を、ぴしゃっとした条例が南関町にはある

んだということを示していってもらいたいと思います。また、厳しく町外からの方

も、町民の方も、南関町はきれいに、環境に関することは厳しいんだということを

示すためにも、ぴしゃっとした環境美化条例に別として取り上げていってもらいた

いと思います。

もうまとめに入りたいと思いますけど、１番の一親等の職員が現在何組あるか。

これは３組とお聞きしましたけど、非常に本人たちも何かやりにくいところもある

かと思いますし、いろんなことを噂されたり、いろんなことを耳にするかと思いま

す。でも、ぴしゃっとして何の疑いもなく、採用試験を受けられて職員になってい

るということですので、その辺は何も言えませんけど、どうしても住民の方からと

か、一緒に試験を受けられた方が、一次、二次まで来てから、その方が受けられる

と、何かあったんだろうと、そんな疑いを掛けられると、その通った職員の方、そ

ういった方々がまた頭を痛める、悩む、そういったことにならないようにしていっ

てもらいたいと思います。また、この関係に関しましては、先ほどから十分申しま

したように、ほかの職員にも迷惑といえばちょっといけませんけど、ちょっとほか

の職員にも影響が出てくる可能性が十分にあります。先ほど申しましたように、異

動すれば、親子が一緒に同じ課にいるのは問題になることもあります。異動に関し

ましても、その辺を配慮しなければらないところが出てきます。また、不信を招い

たり、先ほどから何回も言いますけど、そういったこころが出てきますので、その

辺を十分取り組んでもらって、できれば、それは試験で一次、二次、面接、そうい

ったのを来られたかと思うんですけど、その辺は住民の方に説明するにあたって、

なかなか納得されるのが難しい、やっぱり縁故とかコネとか、そういったのがあっ

たんじゃないかと不審に思われても仕方ないところも出てくるかと思います。でも、
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本人には何の罪もありません。ただ、そのほかからのうわさとかがあれば、本人が

一番困るわけでして、またほかの住民の方も納得されればいいんですけど、何かあ

ったんじゃないかとどうしても疑いを掛けられるというところが出てきますので、

それは十分胸に納めて、採用に関しましては十分取り計らいをお願いしたいと思い

ます。

２番の空き缶ポイ捨てに関する条例につきましても、先ほどから申していますよ

うに、南関町ではごみに関すること、いろんな建設関係の業者の方とか、いろんな

努力をされて、空き缶拾いとか、職員組合のほうもされている。各企業の方も何回

か出られて、職員の方が空き缶拾いをされているところを見かけます。でも、この

常識がない通行人の方が、ドライバーの方がポイ捨てされるのを、非常に地元とし

ては迷惑千万で、本当ポイ捨てをなくしたいと思っておりますけど、できればです

けど、罰則も必要じゃないかと思っております。厳しい条例が必要かと思います。

その辺を取り組んでもらって、諮問していただき、この条例制定について前向きに

取り組んでいってもらえれば幸いかと思います。

私のほうからは、この２点につきまして一般質問を終わりたいと思います。よろ

しくお願いします。

○議長（酒見 喬君） 以上で２番議員の一般質問は終了しました。

－－－－－－－○－－－－－－－

○議長（酒見 喬君） これで本日予定していました一般質問はすべて終了しました。

明日１４日は、午前１０時に本会議場に御参集ください。

本日はこれにて散会します。

起立、礼、お疲れさまでした。

－－－－－－－○－－－－－－－

散会 午後２時３９分


